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奮
民
法
審
査
元
老
院
會
議
筆
記

五
六

（
九
三
六
）

奮
民
法
（
酬
離
響
鮒
瞭
離
辮
辮
）
審
査
元
老
院
會
議
筆
記

手

塚

幽
豆

解

題

　
周
知
の
・
こ
と
く
奮
民
法
は
二
同
に
分
け
て
公
布
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
明

治
二
十
三
年
四
月
二
十
一
日
に
公
布
さ
れ
た
の
は
、
財
濠
編
、
財
産
取
得
編
の

前
牛
、
債
槽
澹
保
編
、
讃
振
編
で
あ
り
、
同
年
十
月
七
日
に
公
布
さ
れ
た
の

は
、
財
産
取
得
編
の
後
牛
き
人
事
編
で
あ
つ
た
。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
元
老

院
と
椹
密
院
の
審
議
を
脛
た
も
の
で
あ
る
が
、
從
來
の
民
法
編
纂
史
研
究
に
お

い
て
も
つ
と
も
不
明
の
多
い
箇
所
は
、
こ
れ
ら
爾
院
に
お
け
る
審
議
状
況
で
あ

る
。
星
野
通
博
士
の
「
明
治
民
法
編
纂
史
研
究
」
「
民
法
典
論
雫
史
」
、
小
早
川

欣
吾
教
授
の
ザ
奮
民
法
典
編
纂
過
程
と
奮
民
法
典
に
封
す
る
論
雫
に
就
い
て
」

（
「
績
明
治
法
制
叢
考
」
所
牧
）
、
石
井
良
助
博
士
の
「
明
治
文
化
史
2
法
制
編
」

等
に
お
い
て
も
、
こ
の
黙
に
關
し
て
は
き
わ
め
て
簡
輩
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
爾
院
の
審
議
に
關
す
る
公
式
記
録
が
、
一
般
的
に
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
な
い
今
日
、
止
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
最
近
、
私
は
拙
稿
『
明
治

二
十
三
年
民
法
に
お
け
る
戸
主
権
」
に
お
い
て
、
前
掲
十
月
七
日
公
布
の
部
分

に
關
す
る
元
老
院
の
審
議
状
況
の
一
端
を
や
や
詳
し
く
考
護
し
た
が
（
株
雛
饗
幅

耀
梱
罰
顯
）
、
こ
れ
も
勿
論
、
公
式
記
録
を
資
料
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
主
と

し
て
當
時
の
議
官
村
田
保
の
手
記
に
よ
つ
た
も
の
で
あ
る
。
。
こ
の
論
文
執
筆
の

際
、
私
は
元
老
院
の
み
な
ら
ず
樋
密
院
の
詑
録
も
極
力
探
索
し
た
が
、
残
念
な

が
ら
私
の
希
望
は
達
し
え
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
探
索
の
途
中
、

私
は
計
ら
ず
も
、
前
掲
四
月
二
十
一
日
公
布
の
部
分
に
關
す
る
元
老
院
お
よ
び

福
密
院
の
會
議
記
録
を
披
見
す
る
機
會
を
え
た
。
民
法
編
纂
史
研
究
に
お
い
て

正
に
待
望
の
資
料
と
思
わ
れ
る
の
で
、
爾
記
録
を
本
誌
に
覆
刻
、
護
表
す
る
こ

と
に
し
、
今
同
は
紙
敷
の
關
係
上
、
ま
ず
元
老
院
の
部
分
だ
け
を
掲
載
す
る
こ

と
に
し
た
。

　
原
本
は
刊
本
「
元
老
院
會
麟
筆
記
」
の
一
部
で
あ
る
。
「
元
老
院
會
議
筆
記
」

は
、
ρ
そ
の
當
時
、
活
字
本
と
し
て
政
府
部
内
に
配
布
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ

り
、
今
日
で
も
各
所
に
所
藏
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
明
治
十
七
、

八
年
頃
ま
で
の
分
を
所
藏
す
る
に
と
ど
ま
り
、
明
治
二
十
年
以
降
の
分
ま
で
完

全
に
活
字
本
が
揃
つ
て
い
る
の
は
（
呪
醗
艦
醸
灘
鞘
細
轍
勧
岨
）
、
私
の
知
る
限
り
で

は
わ
ず
か
に
内
閣
文
庫
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
民
法
審
査
の
元
老
院
會



議
筆
記
が
比
較
的
せ
ま
い
範
園
に
の
み
流
布
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
、

そ
れ
が
こ
れ
ま
で
の
學
者
の
研
究
に
洩
れ
た
最
大
の
理
由
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は

内
閣
文
庫
所
藏
本
を
豪
本
に
し
て
覆
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
覆
刻
、
襲
表
を
許

可
さ
れ
た
同
文
庫
の
御
厚
意
に
封
し
て
は
、
ふ
か
く
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

○

　
明
治
二
十
一
年
十
二
月
二
十
七
日
、
民
法
茸
案
中
、
財
産
編
、
財
蓬
取
得
編

前
牛
、
債
穂
捲
保
編
、
謹
櫨
編
は
法
律
取
調
委
員
會
の
審
議
を
終
了
し
、
山
田

顯
義
委
員
長
か
ら
黒
田
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
。
翌
年
一
月
二
十
四

日
、
内
閣
億
こ
れ
を
商
法
及
び
裁
到
所
構
成
法
草
案
と
共
に
元
老
院
の
議
に
付

し
た
。
條
約
改
正
の
必
要
か
ら
、
早
急
な
法
典
編
纂
を
せ
ま
ら
れ
て
い
た
政
府

は
、
そ
の
際
、
山
田
法
相
の
提
議
に
も
と
づ
き
、
逐
條
審
議
を
取
り
や
め
大
騰

の
可
否
を
決
す
る
よ
う
、
総
理
大
臣
の
名
で
奉
勅
命
令
を
元
老
院
に
下
蓬
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
下
達
を
う
け
た
元
老
院
は
、
柳
原
副
議
長
の
命
に
よ
り
（
鰍
躰

鵬
幅
引
）
三
浦
安
、
細
川
潤
次
郎
、
井
田
譲
、
楠
本
正
隆
、
他
一
名
の
五
議
官
を

委
員
と
し
て
「
大
膿
可
否
會
議
假
規
則
」
を
三
月
四
日
に
制
定
し
、
以
て
民
法

他
二
法
典
の
審
議
に
備
え
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
三
月
七
日
に
開
か
れ
た
元
老
院
本
會
議
は
前
掲
假
規
則
に
も
と
づ

き
「
大
騰
可
否
會
」
と
さ
れ
、
各
法
典
の
審
査
委
員
が
互
選
さ
れ
た
。
本
資
料

の
前
牛
は
こ
の
日
の
會
議
筆
記
で
あ
る
。
會
議
に
お
い
て
は
、
加
藤
弘
之
、
津

田
眞
道
等
の
有
力
な
議
官
か
ら
奉
勅
命
令
に
封
し
て
か
な
り
の
不
滴
が
表
明
さ

れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
賛
成
す
る
も
の
僅
か
四
名
飴
の
少
敷
に
と
ど

ま
り
、
三
十
七
名
の
駆
倒
的
多
敷
で
委
員
選
出
を
決
定
し
た
こ
と
に
注
意
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。醤

民
法
審
査
元
老
院
愈
議
筆
記

　
井
田
譲
、
楠
本
正
隆
、
小
畑
美
稻
、
大
鳥
圭
介
、
加
藤
弘
之
、
渡
邊
駿
、
綿

貫
吉
直
等
、
七
名
の
議
官
に
内
閣
委
員
を
交
え
た
民
法
審
査
委
員
會
は
、
約
四

ヵ
月
牛
に
亙
つ
て
綾
行
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
克
明
な
逐
條
審
議
が
行
わ
れ
た
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
會
議
の
修
正
案
は
、
内
閣
に
提
出
さ
れ
、
ふ
た
た
び
元

老
院
の
本
會
議
に
付
さ
れ
た
。
七
月
二
十
九
日
に
開
か
れ
た
「
大
膣
可
否
會
」

が
そ
れ
で
あ
り
、
本
資
料
の
後
牟
は
そ
の
日
の
會
議
筆
記
で
あ
る
。
會
談
で
は

五
條
爲
榮
の
靡
案
説
、
三
浦
安
の
人
事
編
、
財
産
取
得
編
績
の
下
付
ま
で
議
定

を
中
止
す
る
読
等
が
出
て
、
か
な
り
議
論
も
沸
謄
し
た
が
、
結
局
三
浦
論
も
七

名
の
少
籔
で
敗
れ
、
三
十
九
名
の
多
敷
で
可
決
さ
れ
た
。
な
お
、
審
査
委
員
會

の
修
正
は
、
本
會
議
に
付
し
て
そ
の
可
否
を
決
す
る
と
い
う
形
式
を
採
ら
ず
、

政
府
が
法
案
の
内
容
を
攣
更
し
て
元
老
院
の
再
議
を
求
め
る
と
い
う
方
法
に
よ

つ
て
い
る
か
ら
、
元
老
院
の
本
會
議
に
關
す
る
限
り
、
一
括
し
て
大
膣
の
可
否

を
決
し
た
だ
け
で
、
無
修
正
可
決
と
い
え
る
が
、
實
際
上
は
元
老
院
か
ら
選
出

さ
れ
た
委
員
に
よ
る
逐
條
審
議
と
修
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　
本
資
料
中
、
楠
本
正
隆
の
螢
言
中
に
「
中
略
」
と
し
た
の
は
、
彼
が
審
査
委

員
と
し
て
修
正
に
参
與
し
た
と
き
の
事
構
を
く
わ
し
く
読
明
し
た
重
要
部
分
で

あ
る
が
、
こ
の
部
分
は
明
治
二
十
四
年
の
法
治
協
會
雑
誌
第
二
號
に
「
法
典
蜥

行
ノ
意
見
」
と
題
し
「
左
ノ
】
篇
ハ
民
法
審
査
委
員
タ
リ
シ
本
會
會
員
楠
本
正

隆
氏
ガ
一
昨
年
新
法
典
草
案
ノ
奮
元
老
院
二
提
出
セ
ラ
ル
・
二
際
シ
諦
官
諸
氏

ノ
参
考
二
供
セ
ン
ガ
タ
メ
同
僚
集
會
ノ
席
上
二
於
テ
演
読
セ
ラ
レ
タ
ル
大
意
ヲ

筆
記
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
今
請
フ
テ
本
誌
二
登
録
ス
。
」
と
の
前
書
き
が
付
さ
れ

て
、
そ
の
隻
が
揚
警
れ
（
鯛
羅
φ
さ
ら
量
野
醤
士
編
罠
法
典
軸
聞

雫
資
料
集
」
嚢
（
調
研
）
窒
そ
の
ま
毒
刻
さ
れ
て
い
る
の
で
（
醤
壽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
　
（
九
三
七
）



奮
民
法
審
査
元
老
院
會
議
筆
記

省
略
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
箪
に
一
元
老
院
議
官
の
意
見
書
で
は
な
く
、

實
際
上
は
審
査
委
員
會
の
本
會
議
に
劃
す
る
蕃
査
報
告
書
と
も
み
る
べ
き
も
の

で
あ
る
か
ら
、
き
わ
め
て
重
要
な
資
料
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
元
老
院
審
査
委
員
會
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
修
正
が
行
わ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
楠
本
の
前
記
獲
言
中
に
は
衣
の
よ
う
な
読
明
が
あ
る

（
魏
轟
謬
賭
）
．

　
　
本
官
等
之
ヲ
調
査
ス
ル
ニ
嘗
リ
テ
ハ
筍
モ
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
、
十
分
二
研
究

　
ヲ
途
ゲ
十
分
二
修
正
ヲ
加
ヘ
タ
リ
。
今
又
試
二
調
査
修
正
ノ
概
況
ヲ
陳
ブ
レ

　
バ
、
此
ハ
無
効
ト
認
メ
テ
創
除
セ
シ
モ
ノ
前
後
十
九
條
、
又
諸
項
ノ
墜
更
改

　
捌
三
十
一
及
ピ
條
ノ
前
後
ヲ
改
ム
ル
モ
ノ
三
、
意
義
ノ
修
正
百
十
三
、
必
要

　
ノ
條
ト
認
メ
テ
新
二
挿
入
セ
シ
モ
ノ
十
一
ニ
シ
テ
、
而
シ
テ
其
不
明
ヲ
改
メ

　
文
章
ヲ
整
へ
前
後
照
懸
ヲ
正
シ
、
彼
是
ノ
推
衡
ヲ
均
シ
ク
セ
シ
モ
ノ
ノ
如
キ

　
ハ
前
後
四
百
五
十
飴
ナ
リ
。
就
中
相
績
取
得
篇
ノ
如
キ
ハ
大
二
固
有
ノ
慣
習

　
ヲ
傷
フ
。
故
・
二
財
産
相
綾
二
關
ス
ル
モ
ノ
凡
ソ
一
千
條
ハ
漸
然
之
ヲ
撤
去
ス

　
ル
モ
ノ
ト
シ
、
他
二
牽
連
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
悉
ク
之
ヲ
創
除
シ
、
其
是
ト
シ
テ

　
存
ス
ル
モ
ノ
實
二
一
干
三
百
二
十
八
條
二
過
ギ
ズ
。

　
ま
た
「
憲
法
雑
誌
」
第
二
十
號
（
肱
計
仁
碑
甑
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
も
あ

る
（
賑
四
）
。

　
　
財
窟
編
に
て
創
除
せ
し
は
百
三
十
九
、
百
四
十
四
、
百
六
十
四
、
四
百
四

　
十
一
の
四
條
に
て
、
項
の
墜
更
改
捌
は
十
二
、
條
の
挿
入
は
百
六
十
八
、
二

　
百
二
十
二
、
四
百
六
十
七
、
五
百
十
三
、
五
百
六
十
五
、
五
百
六
十
九
の
六

　
條
な
り
。
而
し
て
意
義
の
修
正
は
二
十
七
、
字
句
の
修
正
は
二
百
も
あ
り
た

　
り
と
か
。
所
得
編
に
て
は
條
の
削
除
十
二
よ
り
十
八
迄
、
新
設
せ
し
は
十
二

　
條
の
一
條
な
り
。
其
他
項
の
創
除
二
に
て
項
の
墜
更
意
義
の
修
正
九
に
て
、

五
八

（
九
三
八
）

　
字
句
の
修
正
は
百
八
な
り
と
ぞ
。
捲
保
編
に
は
、
六
十
二
、
八
十
三
、
八
十

　
九
、
九
十
三
、
百
五
十
四
、
百
八
十
、
百
八
十
一
、
百
九
十
二
の
八
ヶ
條
に

　
て
、
條
の
新
設
は
百
七
十
二
と
百
七
十
三
と
な
り
、
項
の
創
除
八
、
項
の
挿

　
入
三
、
意
義
の
修
正
十
四
噛
字
旬
の
修
正
百
十
九
な
り
と
す
。
謹
擦
編
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
マ
ヤ
ロ

　
百
十
一
條
及
び
末
尾
の
附
則
を
新
設
し
、
百
四
十
三
、
百
四
十
四
、
四
百
四

　
十
五
條
を
前
後
し
、
九
十
七
、
九
十
九
、
百
三
十
の
三
項
を
新
設
し
、
六
十

　
五
、
百
十
八
の
二
條
を
創
り
、
六
十
三
の
意
義
を
修
正
し
、
二
十
三
の
字
句

　
を
修
正
し
た
り
と
云
ふ
も
の
あ
れ
ど
も
信
爲
は
知
ら
ず
、
唯
之
を
可
決
し
て

　
其
筋
に
呈
出
し
た
る
こ
と
は
其
實
な
る
べ
し
。

　
楠
本
の
い
う
「
一
千
條
」
「
撤
去
」
は
、
敷
字
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
が
、
と
も
か
く
か
な
り
の
修
正
加
除
が
行
わ
れ
た
こ
と
だ
け
は
、
確
實
な
事

實
と
み
て
い
い
。
最
初
、
元
老
院
に
回
付
せ
ら
れ
た
各
編
の
條
敷
は
、
二
十
二

年
一
月
三
十
日
の
朝
野
新
聞
に
よ
る
と
、
財
産
編
五
六
九
條
、
財
産
取
得
編
二

九
一
條
、
債
罐
捲
保
編
三
一
四
條
と
傳
え
ら
れ
る
が
（
誰
擦
編
は
不
明
）
、
こ
の

條
敷
が
正
し
い
か
ど
う
か
、
他
に
そ
れ
を
裏
付
け
る
資
料
を
見
出
し
え
な
い
の

で
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
審
査
委
員
會
通
過
案
も
、
楠
本
は
「
一
千
三
百
二
十
八

條
」
と
い
う
が
、
二
十
二
年
八
月
一
日
の
東
京
日
日
新
聞
に
よ
る
と
、
財
産
編

五
六
九
條
、
財
産
取
得
編
二
九
一
條
、
謹
糠
編
工
ハ
六
條
、
債
灌
捲
保
編
三
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ヤ

四
條
、
合
計
一
三
四
〇
ヵ
條
と
し
て
い
る
の
で
、
一
二
ヵ
條
の
く
い
ち
が
い
が

あ
る
。
法
律
取
調
委
員
會
の
最
終
決
定
案
す
な
わ
ち
最
初
の
元
老
院
提
出
案

と
、
審
査
委
員
會
通
過
案
及
び
最
後
の
元
老
院
通
過
案
、
こ
の
三
案
の
條
歎
及

び
内
容
こ
そ
、
大
方
の
識
老
の
御
教
示
を
え
た
い
紬
で
あ
る
。
こ
れ
が
到
明
す

れ
ば
、
審
査
委
員
曾
に
お
け
る
修
正
の
内
容
も
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
わ

け
で
あ
る
。



○

　
元
老
院
を
通
過
し
た
民
法
典
は
、
約
八
ヵ
月
を
経
て
翌
二
十
三
年
三
月
十
一

日
と
二
十
五
日
に
福
密
院
の
審
議
に
付
さ
れ
、
四
月
二
十
一
日
法
律
第
二
十
八

號
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
八
ヵ
月
の
間
に
、
政
府
は
元
老
院

通
過
案
に
若
干
の
黙
で
修
正
加
除
を
行
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
述
の
ご
と
く
審

査
委
員
會
通
過
案
は
二
二
二
八
ヵ
條
あ
る
い
は
二
二
四
〇
ヵ
條
と
傳
え
ら
れ
、

且
つ
最
後
の
元
老
院
通
過
案
も
正
確
な
條
敏
は
不
明
で
あ
る
が
、
公
布
さ
れ
た

も
の
が
コ
一
二
九
ヵ
條
（
財
産
編
五
七
二
條
、
財
産
取
得
編
二
八
五
條
、
債
権

捲
保
編
二
九
八
條
、
誰
嫁
編
コ
ハ
四
條
）
で
あ
つ
た
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、

む
し
ろ
政
府
は
全
騰
的
に
は
若
干
の
條
文
を
減
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
元
老
院
通
過
案
を
修
正
し
て
公
布
し
た
以
上
、
當
然

　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

そ
こ
に
元
老
院
の
楡
親
の
問
題
が
生
ず
る
筈
で
あ
る
。

　
民
法
公
布
直
後
の
四
月
二
十
七
日
の
朝
野
新
聞
は
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い

る
。

　
　
去
る
二
十
一
日
を
以
て
襲
布
あ
り
た
る
民
法
及
民
事
訴
訟
法
は
頃
日
元
老

　
院
の
検
親
に
付
す
る
筈
に
て
既
に
之
を
同
院
に
邊
付
し
た
る
趣
な
る
が
、
議

　
官
諸
氏
に
て
す
ら
其
楡
硯
に
付
す
る
を
経
め
る
程
な
り
と
云
へ
ば
、
世
人
は

　
容
易
に
之
を
知
り
難
か
る
べ
け
れ
ど
、
同
法
は
元
老
院
、
櫃
密
院
を
通
過
し

　
た
る
後
、
内
閣
に
於
て
文
字
を
修
正
し
間
々
項
目
を
追
加
し
た
る
も
あ
り
て

　
原
案
を
墜
．
更
せ
し
廉
、
砂
か
ら
ざ
る
よ
り
斯
く
は
槍
親
に
付
す
る
こ
と
と
な

　
り
た
り
と
云
ふ
。

　
元
老
院
通
過
後
、
公
布
ま
で
は
前
述
の
ご
と
く
相
當
の
期
間
が
あ
る
が
、
椹

密
院
通
過
後
、
公
布
ま
で
は
約
一
ヵ
月
に
す
ぎ
ず
、
殊
に
公
布
の
勅
語
の
日
付

奮
民
法
審
査
元
老
院
曾
議
筆
記

は
三
月
二
十
七
日
で
あ
る
か
ら
樋
密
院
會
議
後
わ
ず
か
二
日
目
で
あ
る
。
こ
の

馳
か
ら
み
る
と
、
元
老
院
通
過
後
の
修
正
は
、
時
間
的
に
十
分
可
能
で
あ
る
が
、

福
密
院
通
過
後
の
修
正
は
、
お
そ
ら
く
行
わ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

い
い
か
え
る
と
、
櫃
密
院
蕃
議
案
は
公
布
さ
れ
た
法
典
そ
の
ま
ま
で
あ
り
（
鵬
樒

照
鵬
証
舛
桁
わ
）
、
前
掲
朝
野
の
記
事
に
、
福
密
院
通
過
後
に
も
修
正
が
行
わ
れ
た

と
す
る
の
は
、
誤
報
で
あ
る
と
、
私
は
考
え
た
い
。

　
さ
ら
に
五
月
八
日
の
朝
野
新
聞
に
も
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　
民
法
草
案
が
さ
き
に
法
律
取
調
委
員
及
び
元
老
院
の
議
を
脛
て
内
閣
に
在

　
り
し
時
、
當
局
者
は
文
字
を
修
正
し
叉
は
項
目
を
追
加
し
な
ど
し
て
護
布
せ

　
し
よ
り
、
頃
日
絡
に
元
老
院
の
槍
覗
會
に
付
せ
し
趣
な
る
が
、
元
來
議
決
後

　
の
法
案
を
行
政
官
の
随
意
に
修
正
す
る
は
甚
だ
怪
む
べ
き
次
第
な
ら
ざ
る
に

　
あ
ら
ね
ど
、
今
日
の
有
檬
に
て
ぽ
如
何
と
も
す
べ
ぎ
な
き
が
如
し
、
…
…
官

　
海
の
或
部
分
に
は
非
常
に
激
昂
せ
る
向
も
あ
る
趣
な
り
。

　
こ
の
槍
硯
會
は
、
五
月
二
十
】
日
に
開
か
れ
た
が
、
何
故
か
會
議
の
途
中
で

中
止
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
模
檬
を
五
月
二
十
三
日
の
同
じ
く
朝

野
新
聞
は
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

　
　
元
老
院
に
て
は
一
昨
二
十
一
日
民
法
其
他
の
槍
硯
會
を
開
ら
き
村
田
議
官

　
の
演
読
中
、
議
長
は
只
今
内
閣
よ
り
民
法
中
に
正
誤
を
要
す
る
廉
あ
る
趣
申

　
來
り
た
る
に
よ
り
検
覗
會
を
中
止
す
と
て
、
同
議
官
の
演
説
を
差
止
め
追
て

　
開
會
を
通
牒
す
べ
し
と
て
一
先
解
散
し
た
る
由
、
内
閣
よ
り
申
來
り
た
る
正

　
誤
と
は
抑
も
何
事
な
る
か
、
固
よ
り
之
を
知
る
に
由
な
け
れ
ど
、
検
硯
會
を

　
延
會
し
た
る
は
元
老
院
設
置
以
來
未
曾
有
の
こ
と
な
り
と
い
ふ
。
村
田
議
官

　
演
説
の
趣
旨
は
何
等
の
鮎
に
あ
り
し
か
、
も
れ
聞
く
を
得
ざ
れ
ど
、
氏
は
豫

　
て
民
法
を
不
備
不
明
な
り
と
し
且
つ
其
抵
鯛
の
廉
あ
る
を
論
難
し
居
る
や
の

五
九

（
九
三
九
）



薄
民
法
審
査
元
老
院
會
議
筆
記

　
趣
な
れ
ば
、
當
日
の
演
説
も
矢
張
其
等
の
黙
に
在
り
し
な
ら
ん
と
い
ふ
。

　
ま
た
、
五
月
二
十
五
日
の
讃
費
新
聞
に
も
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

　
　
元
老
院
に
於
け
る
民
法
の
橡
観
會
は
内
閣
よ
り
正
誤
の
廉
あ
る
に
付
き
旦

　
く
中
止
し
た
り
云
々
と
は
、
去
旦
…
新
聞
に
掲
載
せ
る
庭
な
り
し
が
、
今

　
我
肚
に
於
て
聞
く
庭
に
櫨
れ
ば
、
右
は
内
閣
よ
り
中
止
を
申
込
た
る
に
あ
ら

　
ず
、
曾
て
法
律
取
調
の
事
に
從
事
せ
る
村
田
議
官
が
民
法
中
不
都
合
な
る
廉

　
々
を
指
摘
し
、
且
つ
其
取
調
の
嘗
時
屡
々
調
べ
て
屡
々
饗
更
し
、
而
し
て
更

　
に
調
査
す
る
に
不
都
合
の
廉
績
々
顯
は
れ
、
幾
度
稿
を
代
る
も
途
に
完
全
の

　
域
に
達
せ
ず
、
故
に
大
監
見
切
を
附
け
て
調
査
完
結
し
内
閣
及
び
樋
密
院
に

　
圃
附
し
た
る
も
、
今
亦
た
此
稿
に
接
す
る
に
斯
く
の
如
き
不
都
合
多
し
。
是

　
等
不
都
合
な
る
大
部
の
法
律
を
倉
卒
に
議
す
る
は
國
家
の
立
法
部
た
る
元
老

　
院
に
於
て
は
如
何
あ
ら
ん
か
と
獲
言
せ
し
よ
り
、
賛
成
者
多
く
、
議
院
の
議

　
題
と
な
り
た
る
折
柄
、
内
閣
委
員
よ
り
幸
ひ
同
法
中
正
誤
す
べ
き
箇
條
も
あ

　
れ
ば
暫
く
延
期
せ
ら
れ
た
し
と
申
込
み
た
る
故
、
途
に
充
分
精
査
を
途
ぐ
る

　
迄
延
期
す
る
こ
と
に
な
り
た
る
な
り
。

　
法
律
取
調
委
員
會
以
來
、
奮
民
法
草
案
に
封
す
る
は
げ
し
い
反
封
派
で
あ
つ

た
村
田
保
議
官
が
、
楡
硯
會
に
お
い
て
も
、
検
覗
案
に
封
し
て
す
る
ど
く
反
擾

し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
れ
に
同
調
す
る
議
官
も
ま
た
少
く
な
か
つ

た
で
あ
ろ
う
。
事
の
重
大
化
に
驚
い
た
政
府
委
員
が
、
法
案
の
誤
植
を
理
由
に

し
て
検
覗
會
の
延
期
を
申
出
で
た
と
い
う
の
が
、
お
そ
ら
く
眞
相
で
あ
ろ
5
。

こ
の
時
、
延
期
さ
れ
た
糠
親
會
が
そ
の
後
再
開
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
、
こ
の

黙
も
遺
憾
な
が
ら
そ
れ
を
確
む
べ
き
資
料
を
見
出
し
え
な
い
。
多
分
、
検
硯
會

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

は
再
開
せ
ら
れ
ざ
る
ま
ま
う
や
む
や
の
裡
に
葬
り
去
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
政
府
の
採
つ
た
庭
置
は
、
た
と
え
不
完
全
な
も
の
で
は
あ
つ
た
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
　
　
（
九
四
〇
）

も
せ
よ
一
種
の
立
法
機
關
と
し
て
存
在
し
た
元
老
院
を
全
く
無
覗
し
た
不
合
理

き
わ
ま
る
態
度
で
あ
つ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
茅
覧
し
て
法
典
雫
議
の
遠
因

の
一
つ
は
こ
こ
に
あ
つ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
註
　
元
老
院
の
検
覗
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
明
治
二
十
三
年
民
法
に
お
け
る

　
　
戸
主
樺
」
（
二
）
本
誌
第
二
七
巻
六
號
四
五
頁
！
四
六
頁
参
照
。

凡

例

e
　
覆
刻
は
、
な
る
べ
く
原
本
通
り
に
す
る
こ
と
に
努
め
た
が
、
印
刷
の
便
宜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
ヤ

　
か
ら
通
常
使
用
し
な
い
字
．
膿
は
若
干
改
め
た
。
例
え
ば
「
は
コ
ト
に
、
序
は

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ヤ

　
ト
キ
に
、
圧
は
ト
モ
に
改
め
た
。

⇔
　
明
ら
か
に
誤
り
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
＞
、
の
ま
ま
に
し
（
マ
・
）
と
附
記
し

　
た
。

　
後
記
　
費
料
の
韓
窮
そ
の
他
に
つ
い
て
、
慶
大
大
學
院
學
生
向
井
健
君
の
按

　
　
助
を
う
け
た
。
記
し
て
其
の
勢
を
多
と
す
る
。

元
老
院
會
議
筆
記

　
　
　
第
奢
＋
四
號
蘂
灘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
商

　
　
　
第
六
百
十
五
號
議
案
法

　
　
　
第
奢
士
ハ
號
繋
織
繍

明
治
二
十
二
年
三
月
七
日

　
　
も

議
長
野
細
川
潤
次
郎

　
　
ヱ
　

出
席
議
官

大
膿
可
不
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巖
谷
　
修

安
藤
則
命

井
田
　
譲

大
迫
貞
清

輻
羽
美
静

上
杉
茂
憲

小
畑
美
稻

長
谷
部
辰
連

石
井
忠
亮

長
松
　
幹

橋
口
繋
三

渡
邊
　
清

紳
山
郡
廉

津
田
眞
道

内
閣
委
員

　
番
外
一
番

　
番
外
二
番

　
番
外
三
番

　
番
外
四
番

　
番
外
五
番

　
番
外
六
番

司
法
大
臣
秘
書
官

大
審
院
評
定
官

法
制
局
参
事
官

擦
訴
院
評
定
官

司
法
書
記
官

司
法
省
参
事
官

栗
塚
省
吾

寺
島
　
直

本
尾
敬
三
郎

長
谷
川
喬

出
浦
力
雄

本
多
康
直

　
午
前
第
十
時
五
分
開
場

　
議
長
　
本
日
ハ
副
議
長
所
螢
二
付
本
官
代
理
ス
倦
此
按
二
付
テ
ハ
豫
テ
報
道

二
及
ヒ
シ
通
リ
大
膣
可
否
會
議
假
規
則
第
一
條
「
會
議
ノ
初
メ
ニ
當
リ
先
ッ
審

査
委
員
ヲ
設
置
ス
」
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
賢
際
二
施
行
セ
ソ
ト
ス
然
ル
ニ
其
審
査
委

員
ヲ
設
置
ス
ル
ノ
方
法
ハ
規
則
中
明
文
ア
ラ
サ
レ
ト
モ
本
院
開
設
以
來
始
メ
テ

ノ
コ
ト
ナ
レ
ハ
假
二
是
迄
ノ
委
員
ト
同
一
ノ
モ
ノ
ト
見
倣
ス
ニ
モ
セ
ヨ
其
委
員

ヲ
選
フ
ハ
投
票
ニ
ス
ル
カ
議
長
之
ヲ
指
定
ス
ル
カ
或
ハ
入
員
ハ
幾
名
ト
ス
ル
カ

又
議
按
モ
三
件
ア
リ
皆
別
々
二
審
査
ス
ル
カ
或
ハ
合
併
シ
テ
審
査
ス
ル
カ
否
カ

ノ
庭
二
至
テ
ハ
當
席
ヨ
リ
之
ヲ
取
極
メ
テ
宜
告
ス
ル
課
ニ
ハ
参
ラ
サ
レ
ハ
衆
議

二
問
テ
多
歎
二
決
セ
ン
ト
ス
因
テ
各
議
官
ノ
意
見
ヲ
間
フ

六
±
番
蘇
此
按
二
付
テ
ハ
特
命
ア
リ
一
ア
穰
馨
ノ
手
績
二
依
ラ
ス

大
膿
二
付
可
否
ヲ
決
ス
ヘ
シ
ト
ノ
コ
ト
ナ
レ
ハ
其
主
旨
ヲ
奉
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
因

テ
先
キ
ニ
議
長
ノ
委
托
ヲ
受
ケ
十
六
番
二
十
三
番
四
十
一
番
等
ト
共
二
此
假
規

則
ヲ
作
リ
議
長
二
報
告
セ
シ
如
ク
先
ッ
開
會
ノ
初
メ
ニ
於
テ
宜
シ
ク
三
議
案
ノ

審
査
委
員
ヲ
選
定
ス
ヘ
シ
且
三
議
按
ナ
レ
ハ
各
別
二
委
員
ヲ
選
定
ス
ル
ハ
相
當

ナ
レ
ト
モ
同
時
二
投
票
ヲ
以
テ
選
定
セ
ハ
一
名
ニ
シ
テ
三
案
ノ
委
員
二
當
選
ス

六
一

（
九
四
一
）



奮
民
法
審
査
元
老
院
會
議
筆
記

ル
者
多
カ
ル
ヘ
シ
因
テ
止
ム
無
ク
三
按
ヲ
一
物
ト
見
徹
シ
投
票
ヲ
以
テ
十
四
名

ヲ
選
定
シ
之
ヲ
ニ
分
シ
テ
商
法
ト
裁
剣
所
構
成
法
ト
ヲ
七
名
二
託
シ
他
ノ
七
名

二
民
法
ヲ
託
ス
ル
コ
ト
ト
セ
ハ
便
ナ
ラ
ソ
カ
併
シ
議
場
二
於
テ
之
レ
カ
分
澹
ヲ

定
ム
ル
ハ
手
歎
ヲ
要
ス
ル
カ
故
二
其
分
澹
ヲ
定
ム
ル
ハ
議
長
ノ
指
定
二
任
カ
セ

テ
可
ナ
ラ
ソ
因
テ
本
官
ヨ
リ
特
別
二
之
ヲ
建
議
ス
此
コ
ト
ハ
十
六
番
四
十
一
番

等
ノ
五
名
協
議
セ
シ
コ
ト
ナ
レ
ハ
本
官
一
人
ノ
意
見
二
非
ラ
ス
先
ッ
之
ヲ
決
セ

ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
希
切
王
ス

七
士
ハ
番
豫
李
蕃
ハ
窪
議
長
ヨ
リ
嚢
ア
リ
シ
五
名
二
代
リ

會
議
ノ
初
メ
ニ
當
テ
審
査
委
員
ヲ
選
定
セ
ン
コ
ト
ヲ
陳
述
セ
リ
其
審
査
委
員
ナ

ル
者
ハ
ト
レ
丈
ケ
審
査
ス
ル
義
ナ
ル
ヤ
民
法
商
法
裁
到
所
構
成
法
ノ
三
案
ハ
重

大
ナ
ル
法
律
ニ
シ
テ
容
易
二
審
査
ヲ
爲
シ
得
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
ヘ
シ
本
官
モ
前

二
下
付
セ
ラ
レ
タ
ル
民
法
商
法
ノ
委
員
ト
ナ
リ
テ
内
閣
委
員
ノ
読
明
ヲ
モ
聞
キ

シ
ニ
蕾
二
文
章
ノ
六
ヶ
敷
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
其
事
柄
二
至
テ
ハ
一
暦
了
解
二
苦
ム
モ

ノ
有
ル
ナ
リ
サ
テ
此
按
二
付
テ
ハ
政
府
ヨ
リ
至
急
ヲ
要
ス
ル
カ
故
二
尋
常
ノ
規

則
二
依
ラ
ス
シ
テ
議
定
ス
ヘ
シ
ト
ノ
特
達
ア
リ
右
二
付
議
案
二
封
シ
假
規
則
ヲ

設
ク
ル
爲
メ
議
長
ヨ
リ
五
名
ノ
議
官
二
委
託
ア
リ
シ
ニ
其
假
規
則
二
審
査
委
員

ヲ
置
ク
コ
ト
ト
セ
シ
カ
此
案
ハ
審
査
ト
云
フ
コ
ト
ハ
連
モ
爲
シ
得
ヘ
キ
ニ
ア
ラ

ス
猫
リ
本
官
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
乙
部
ノ
議
官
大
敷
ハ
皆
然
リ
ト
セ
リ
五
名
ノ
議
官
ハ

其
審
査
ノ
仕
方
ハ
如
何
ニ
ス
ル
考
ナ
ル
ヤ
考
ア
ラ
ハ
之
ヲ
聞
カ
ソ
若
シ
考
ナ
ク

ン
ハ
審
査
ハ
有
名
無
實
ナ
レ
ハ
寧
三
讃
會
ヲ
開
テ
速
カ
ニ
決
ス
ル
ニ
如
カ
ス

用
ニ
モ
立
タ
ヌ
調
ヘ
ヲ
爲
シ
テ
時
日
ヲ
移
シ
其
實
審
査
ニ
モ
ナ
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ

政
府
二
封
シ
言
ヒ
課
ケ
モ
無
ク
叉
何
ノ
用
ヲ
モ
爲
サ
サ
ル
ナ
リ
本
官
ハ
審
査
ト

云
フ
名
ラ
付
ク
ル
コ
ト
ハ
僅
カ
ノ
時
間
ニ
テ
ハ
能
ハ
サ
ル
ヘ
シ
ト
思
フ
五
名
ノ

委
託
者
ハ
ト
レ
丈
ケ
ナ
レ
ハ
審
査
ト
云
フ
モ
可
ナ
ラ
ン
ト
ノ
考
ヘ
モ
ア
ル
ナ
ラ

六
二

（
九
四
二
）

ン
詰
フ
其
時
ノ
許
議
ヲ
聞
カ
ン

　
　
出
席
　
　
三
十
八
番
蜂
須
賀
茂
紹

六
＋
四
番
舞
只
今
六
＋
蕃
ヨ
リ
響
奮
馨
ノ
コ
ー
・
蓼
嚢

ア
リ
シ
ニ
七
十
六
番
ハ
五
名
ノ
議
官
二
向
テ
質
問
ヲ
護
セ
リ
是
レ
恐
ク
ハ
無
用

ナ
ラ
ソ
此
假
規
則
ハ
已
二
各
部
多
敷
ノ
同
意
ヲ
得
今
日
ハ
此
假
規
則
二
依
テ
議

事
ヲ
開
キ
タ
ル
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
然
ル
ヲ
若
シ
前
二
遡
リ
テ
質
問
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ

ハ
其
議
論
ニ
テ
日
ヲ
終
ラ
ソ
本
官
モ
此
議
案
二
封
シ
テ
ハ
七
十
六
番
ト
同
感
ナ

レ
ト
モ
今
日
二
於
テ
前
日
ノ
コ
ト
ヲ
問
フ
ハ
無
用
ナ
リ

＋
審
篇
杏
ノ
答
ヘ
ソ
ー
ス
ル
ニ
際
シ
山
ハ
＋
署
ノ
號
ア
リ
獲

規
則
二
付
テ
ハ
議
長
ヨ
リ
各
部
二
向
テ
之
レ
カ
可
否
ヲ
問
ヒ
多
歎
ノ
同
意
ヲ
得

テ
之
ヲ
確
定
セ
リ
若
シ
確
定
セ
サ
ル
以
前
二
言
フ
ナ
ラ
ハ
不
可
ナ
ル
ナ
キ
モ
今

此
場
二
當
テ
之
ヲ
質
間
ナ
ト
ス
ル
ハ
無
用
ナ
リ
審
査
委
員
ヲ
置
ク
ニ
不
同
意
ナ

ラ
ハ
起
立
セ
ス
シ
テ
可
ナ
リ
審
査
ハ
其
選
二
當
リ
タ
ル
委
員
ノ
意
見
二
在
リ
何

ソ
審
査
ヲ
爲
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
理
ア
ラ
ソ
ヤ
已
二
此
假
規
則
ハ
多
轍
ノ
同
意
ヲ

得
テ
定
マ
リ
タ
ル
上
ハ
審
査
云
々
二
封
シ
テ
答
フ
ル
ハ
無
用
ナ
リ
六
十
一
番
ノ

議
長
ヨ
リ
五
名
ノ
議
官
二
委
託
云
々
ノ
陳
述
ハ
議
場
二
持
出
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ハ

ア
ラ
サ
リ
シ
ナ
リ
投
票
ヲ
以
テ
審
査
委
員
十
四
名
ヲ
選
定
シ
其
議
案
二
野
シ
分

配
方
ハ
議
長
二
任
カ
ス
ト
云
フ
コ
ト
ハ
六
十
一
番
二
同
意
ナ
リ
倦
此
建
議
成
立

セ
ハ
十
四
名
ノ
多
キ
ヲ
投
票
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
今
日
ノ
議
長
ハ
議
官
ナ
レ
ハ
投

票
シ
テ
可
ナ
ル
ハ
勿
論
ノ
コ
ト
ナ
リ
ト
ス
正
副
議
長
ハ
投
票
二
加
ハ
ラ
サ
ル
モ

ノ
ナ
ル
カ
故
念
ノ
爲
メ
一
言
ス

六
士
ハ
番
幣
奢
毛
＋
審
ノ
間
盛
卵
用
壱
箕
雷
ハ
隣
聾

リ
述
ヘ
タ
ル
ヲ
以
テ
別
二
述
ヘ
ス
然
ル
ニ
今
十
六
番
ハ
審
査
委
員
ヲ
置
ク
ヲ
欲

セ
サ
レ
ハ
起
立
セ
サ
ル
モ
可
ナ
リ
ト
云
ヘ
リ
此
言
タ
ル
語
病
ア
ル
ヲ
冤
カ
レ
入



何
ト
ナ
レ
ハ
已
二
多
敷
ノ
同
意
ヲ
得
テ
定
メ
タ
ル
規
則
ナ
レ
ハ
第
一
條
ノ
審
査

委
員
ハ
必
ス
置
カ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
ナ
リ
審
査
ノ
仕
方
ハ
其
選
二

當
リ
タ
ル
者
ノ
意
見
二
在
リ
敢
テ
他
ヨ
リ
彼
此
ス
ル
ヲ
要
セ
サ
ル
ナ
リ

七
＋
三
轟
邊
六
士
番
ノ
嚢
ハ
本
官
高
意
ナ
リ
如
何
二
美
部
ノ

法
律
ナ
レ
ハ
審
査
委
員
ヲ
設
ク
ル
ハ
必
要
ナ
リ
三
案
中
民
法
ノ
如
キ
ニ
至
テ
ハ

特
二
困
難
ノ
コ
ト
多
カ
ラ
ソ
ニ
年
モ
三
年
モ
カ
カ
リ
篤
ト
調
査
ヲ
爲
シ
度
モ
左

檬
ノ
謬
ニ
モ
参
ラ
サ
レ
ハ
假
規
則
二
依
リ
十
四
名
ノ
審
査
委
員
ヲ
置
ク
ヲ
可
ト

ス
因
テ
建
議
ヲ
賛
成
ス

四
士
轟
田
種
々
ノ
論
ア
ル
モ
審
査
董
ヲ
舅
コ
ト
ハ
假
規
則
二
於

テ
已
二
定
マ
リ
居
レ
リ
唯
之
ヲ
置
ク
ノ
手
績
二
至
テ
ハ
其
委
員
ハ
民
法
ト
商
法

裁
判
所
構
成
法
ト
ヲ
ニ
ッ
ニ
分
テ
審
査
ス
ル
カ
合
併
シ
テ
審
査
ス
ル
カ
叉
人
員

ハ
幾
名
ニ
テ
可
ナ
ル
カ
其
之
ヲ
選
ム
ニ
ハ
投
票
ヲ
以
テ
ス
ル
カ
議
長
之
ヲ
指
定

ス
ル
カ
ト
云
フ
ニ
外
ナ
ラ
ス
是
レ
六
十
一
番
ヨ
リ
建
議
ア
リ
シ
所
以
ナ
リ
審
査

委
員
ヲ
置
ク
コ
ト
ハ
假
規
則
f
ア
定
マ
レ
リ
何
ソ
是
事
二
付
可
否
決
ヲ
取
ル
ヲ

要
セ
ソ李

四
番
響
本
官
差
誉
思
フ
ナ
善
査
養
ヲ
舅
豊
カ
サ
ル

ハ
已
二
定
マ
リ
居
レ
ハ
問
ヲ
須
上
サ
ル
ナ
リ
但
シ
六
十
一
番
ノ
建
議
中
二
投
票

ト
云
フ
コ
ト
ァ
リ
シ
カ
此
法
案
ハ
輕
々
二
看
過
ス
ヘ
キ
ニ
ァ
ラ
サ
レ
ハ
議
長
ヨ

リ
其
道
二
明
ル
キ
議
官
ヲ
特
選
シ
テ
其
任
二
當
ツ
ル
ヲ
可
ト
ス
公
選
ヲ
可
ト
ス

ル
ノ
論
モ
ア
ル
ヘ
ケ
レ
ト
モ
投
票
ハ
公
李
一
一
似
テ
却
テ
公
季
ヲ
飲
ク
コ
ト
無
シ

ト
セ
ス
此
三
案
ハ
大
部
ニ
テ
日
敷
モ
限
リ
ア
レ
ハ
之
ヲ
三
分
シ
テ
各
別
二
委
員

ヲ
置
カ
ハ
其
審
査
モ
捗
取
ル
ヘ
シ
本
官
ハ
審
査
委
員
ハ
議
長
席
二
於
テ
特
選
セ

ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス

四
＋
九
番
誰
杳
ノ
蔑
ハ
蓼
ノ
論
ヲ
爲
ス
ヲ
須
ヒ
ス
些
索
穂

奮
民
法
審
査
元
老
院
會
議
筆
記

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
マ
こ

理
大
臣
ヨ
リ
奉
勅
ノ
時
達
ア
リ
叉
議
長
ヨ
リ
丁
寧
二
各
部
二
諮
間
シ
テ
假
規
則

ヲ
定
メ
ラ
レ
本
日
ハ
審
査
委
員
ヲ
選
定
ス
ル
ノ
會
議
ナ
リ
委
員
ノ
勲
十
四
名
ヲ

選
ム
ナ
ラ
ハ
宜
シ
ク
之
ヲ
選
ム
ヘ
シ
法
案
ヲ
委
員
二
分
配
ス
ル
カ
如
キ
ハ
議
長

之
ヲ
決
シ
テ
可
ナ
ラ
ソ
然
ル
ニ
斯
ル
大
部
ノ
法
律
ニ
シ
テ
殊
二
漱
文
ヲ
反
謂
セ

シ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
彼
國
ノ
法
律
ト
我
國
ノ
慣
習
ト
ヲ
審
査
ス
ル
ニ
ハ
ニ
年
ヤ
三
年

ニ
テ
モ
覧
束
ナ
キ
ニ
政
府
ハ
何
故
二
斯
ク
早
急
ヲ
要
シ
通
常
議
事
ノ
手
績
ニ
モ

依
ラ
ス
大
膿
ノ
、
・
三
テ
決
セ
ヨ
ト
云
フ
ヤ
更
二
了
解
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ
然
レ

ト
モ
議
長
ハ
假
規
則
ヲ
定
メ
本
官
等
ハ
本
日
委
員
選
定
會
ヲ
開
ク
モ
ノ
ト
シ
テ

出
席
セ
シ
ナ
レ
ハ
他
事
ヲ
論
ス
ル
ハ
無
用
二
属
セ
リ

七
士
ハ
番
懇
聲

　
議
長
　
七
十
六
番
二
注
意
ス
今
各
官
モ
護
議
ア
ル
通
リ
假
規
則
ハ
已
二
定
リ

テ
ァ
レ
ハ
審
査
委
員
ヲ
置
ク
コ
ト
ハ
動
カ
ス
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
ス
此
事
二
付
テ
論
ス

ル
ナ
ラ
ハ
無
用
ナ
リ
他
ノ
コ
ト
ナ
ラ
ハ
稜
言
ス
ヘ
シ

七
＋
六
番
諜
響
養
ヨ
リ
各
部
莚
ハ
サ
レ
シ
窺
則
ハ
霧
二
於

テ
正
式
二
依
リ
多
勲
決
ニ
テ
定
マ
リ
シ
モ
ノ
ニ
非
サ
レ
ハ
眞
ノ
議
事
規
則
ト
ハ

思
ハ
レ
ス
故
二
先
刻
ノ
議
論
ヲ
嚢
シ
タ
ル
ナ
リ
十
六
番
ハ
五
名
ノ
議
官
一
軸
委
託

ノ
コ
ト
ハ
議
長
限
リ
ノ
コ
ト
ニ
シ
テ
表
向
キ
議
場
昆
持
出
ス
ヘ
キ
モ
ノ
昌
ア
ラ

ス
ト
云
フ
是
レ
ハ
夫
レ
ニ
テ
宜
シ
キ
モ
此
ノ
假
規
則
ハ
議
場
二
於
テ
議
定
セ
ル

モ
ノ
ト
同
一
ノ
効
カ
ヲ
有
ス
ル
吻
若
シ
其
効
力
ヲ
有
ス
ル
ナ
ラ
ハ
別
段
會
議
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
こ

要
セ
ス
始
終
此
ノ
方
法
ニ
ヨ
リ
各
部
二
廻
ハ
ス
方
至
極
便
利
ナ
リ
ナ
レ
ト
モ
起

立
二
間
フ
テ
多
敷
二
決
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
ナ
レ
ハ
恐
ク
ハ
正
式
二
依
リ
議
定
セ

シ
モ
ノ
ト
同
一
ノ
効
カ
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ラ
ソ
是
迄
此
ノ
如
キ
コ
ト
ア
リ

ヤ
本
官
ハ
未
タ
知
ラ
ス
外
二
質
問
ス
ヘ
キ
人
モ
無
ケ
レ
ハ
之
ヲ
議
長
二
質
ス

　
議
長
　
爾
法
ア
リ
議
場
二
於
テ
多
籔
二
決
ス
ル
ハ
通
常
ノ
コ
ト
ナ
リ
其
手
紐

六
三

（
九
四
三
㌧



奮
民
法
審
査
元
老
院
會
議
筆
記

ヲ
履
マ
ス
同
謝
忌
多
斬
瓜
ヲ
”
以
テ
決
ス
ル
コ
ト
モ
ア
リ
印
チ
ヘ
η
同
阿
奉
“
初
ノ
皿
達
ア
ル
ニ

モ
拘
ラ
ス
當
然
ノ
議
事
規
則
二
依
ル
ヲ
求
メ
タ
ル
ト
キ
ノ
如
キ
モ
各
部
多
歎
ノ

同
意
ヲ
以
テ
決
シ
タ
ル
ハ
此
間
ノ
コ
ト
ナ
リ
此
假
規
則
杯
モ
議
場
二
於
テ
決
定

セ
ハ
十
分
ナ
ル
ヘ
キ
モ
會
議
ハ
一
讃
二
讃
三
讃
會
ヲ
開
ク
ノ
例
ニ
シ
テ
此
假
規

則
ノ
如
キ
ハ
常
例
二
依
ル
ト
云
フ
極
。
マ
リ
モ
無
キ
カ
故
二
各
部
二
於
テ
可
否
ヲ

決
ス
ル
モ
妨
ケ
ナ
カ
ラ
ソ
各
部
二
於
テ
多
敷
ノ
同
意
ヲ
得
レ
ハ
議
場
二
於
テ
ス

ル
モ
同
シ
効
力
ア
リ
何
ト
ナ
レ
ハ
同
意
多
歎
ヲ
得
テ
定
メ
タ
ル
コ
ト
ハ
何
所
ノ

席
二
於
テ
ス
ル
モ
異
ナ
ル
コ
ト
無
ケ
レ
ハ
ナ
リ
止
タ
手
績
ノ
違
ヒ
ア
ル
ノ
、
・
・

三
＋
五
番
穫
本
寧
承
ル
所
三
一
一
誉
分
ッ
ー
ハ
葬
所
畿
法

ト
カ
民
法
ト
カ
商
法
ト
カ
ヲ
分
ツ
爲
メ
ニ
シ
テ
今
日
ノ
庭
テ
ハ
初
メ
ヨ
リ
審
査

ス
ル
コ
ト
ハ
極
リ
テ
居
ル
ト
思
フ
十
四
人
ト
極
マ
リ
シ
ヤ

　
議
長
今
一
感
之
ヲ
陳
述
ア
リ
タ
シ

辛
蕃
穫
妻
奮
ヲ
置
ク
ヘ
キ
三
已
建
マ
リ
テ
ア
レ
ー
モ

今
此
ノ
三
法
案
ヲ
ニ
ッ
ニ
分
ケ
テ
審
査
ス
ル
ハ
六
十
一
番
ノ
建
議
ナ
リ
因
テ
ハ

其
委
員
ハ
十
四
人
ヲ
選
フ
ニ
極
リ
タ
ル
カ

　
議
長
能
ク
分
カ
リ
タ
リ
此
ノ
三
大
法
案
二
封
シ
テ
ハ
十
四
名
ノ
審
査
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
こ

ヲ
投
票
ニ
テ
選
定
シ
其
分
配
ヲ
上
席
二
委
ス
ト
云
コ
ト
ナ
リ

七
＋
三
番
璽
舞
養
畏
要
ル
コ
ト
・
一
付
暑
フ
ル
所
ア
リ
紫

案
ハ
甚
タ
大
切
ノ
モ
ノ
ニ
シ
テ
之
ヲ
審
査
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
本
官
杯
ハ
分
カ
ラ

ヌ
コ
ト
多
ク
シ
テ
可
否
ヲ
論
ス
ル
ニ
苦
ム
ナ
リ
然
ル
ニ
本
院
ヨ
リ
法
律
取
調
ト

シ
テ
司
法
省
二
出
張
セ
ル
議
官
ア
リ
印
チ
此
案
ヲ
編
成
セ
ル
人
ナ
レ
ハ
之
ヲ
審

査
委
員
二
加
ヘ
ソ
コ
ト
ヲ
欲
ス
此
事
二
關
セ
サ
ル
者
ニ
テ
ハ
充
分
ノ
審
査
モ
覧

束
ナ
キ
ニ
ョ
リ
彼
ノ
法
律
取
調
委
員
ヲ
本
院
へ
引
戻
シ
本
日
九
人
丈
ケ
ヲ
本
院

ニ
テ
選
定
セ
ハ
可
ナ
ラ
ン

六
四

（
九
四
四
）

　
議
長
七
十
三
番
二
告
ク
本
席
二
於
テ
モ
希
望
ハ
同
然
ナ
リ
併
シ
法
律
取
調

委
員
ハ
他
ノ
事
務
モ
ア
リ
彼
ノ
方
力
専
務
ナ
レ
ハ
本
席
二
於
テ
ハ
果
シ
テ
行
ハ

ル
ル
ヤ
否
ヤ
ハ
断
言
ス
ル
能
ハ
ス
若
シ
投
票
ニ
ナ
リ
テ
法
律
取
調
委
員
ノ
人
力

多
ク
當
選
セ
ハ
兎
モ
角
モ
之
ヲ
請
求
ス
ヘ
キ
ナ
リ

　
四
十
一
番
耕
田
　
七
十
三
番
ノ
意
見
ヲ
町
キ
本
官
ハ
議
長
ノ
注
意
ヲ
促
サ
ソ

　
　
　
　
　
ま
ぼ

ト
ス
司
法
省
二
出
勤
シ
居
ル
議
官
ハ
此
選
定
ニ
ハ
加
ヘ
サ
ル
ヲ
可
ト
ス
或
議
官

ノ
如
キ
ハ
意
見
書
ヲ
提
出
シ
テ
サ
ヘ
議
席
二
臨
ム
コ
ト
能
ハ
サ
ル
程
ナ
レ
ハ
此

等
ノ
人
ヲ
選
ム
ハ
初
ヨ
リ
無
用
二
属
ス
只
今
議
長
ハ
取
調
委
員
ハ
若
シ
當
選
セ

ハ
請
求
ス
ヘ
シ
ト
云
ハ
ル
ル
モ
到
底
行
ハ
ル
ル
コ
ト
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヲ
信
ス
七
十

三
番
ノ
論
モ
尤
ナ
レ
ト
モ
出
來
サ
ル
相
談
ナ
レ
ハ
先
ッ
九
名
ト
云
ハ
ス
シ
テ
十

四
名
ト
ス
ル
ヲ
可
ト
ス
内
閣
委
員
モ
敷
名
ア
リ
皆
質
問
ノ
任
二
當
ル
人
ナ
リ
内

閣
委
員
ニ
テ
不
足
ノ
コ
ト
ア
ラ
ハ
法
律
取
調
委
員
長
ヲ
モ
出
席
ヲ
求
メ
テ
可
ナ

ラ
ソ

　
議
長
　
七
十
三
番
二
甥
シ
先
刻
本
席
ヨ
リ
答
ヘ
シ
ニ
少
シ
足
ラ
サ
ル
所
ア
リ

読
明
ノ
爲
メ
ニ
人
ヲ
要
ス
ル
ナ
ラ
ハ
今
四
十
一
番
ノ
言
モ
ア
リ
叉
質
問
ア
ラ
ハ

読
明
委
員
差
出
ス
ヘ
キ
旨
法
律
取
調
委
員
長
ヨ
リ
副
議
長
へ
特
別
ノ
照
會
ア
リ

タ
リ
注
意
マ
テ
ニ
一
懸
之
ヲ
述
へ
置
ク

七
＋
七
番
瀦
杳
ハ
三
案
善
華
ル
モ
並
ノ
藻
－
ハ
趣
ヲ
異
ニ
シ

委
員
ヲ
選
定
ス
ル
ニ
在
リ
是
ハ
元
老
院
始
リ
テ
以
來
例
ノ
無
キ
特
別
會
議
ナ
リ

印
チ
絡
理
大
臣
ヨ
リ
奉
勅
ヲ
以
テ
達
シ
大
意
ノ
可
否
ヲ
決
セ
ヨ
ト
云
フ
一
二
三

讃
會
ヲ
脛
テ
議
定
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
レ
ハ
我
力
元
老
院
ノ
槽
ハ
此
総
理
大
臣
ノ

達
ニ
テ
幾
分
ヲ
劉
奪
セ
ラ
レ
タ
リ
然
レ
ト
モ
勅
綻
ナ
レ
ハ
之
ヲ
蓮
奉
ス
ル
ヨ
リ

外
ナ
シ
七
十
六
番
ノ
考
モ
一
懸
尤
ナ
ル
モ
結
局
無
用
二
隔
ス
全
膿
此
乙
二
案
ノ

如
キ
ハ
日
本
開
聞
以
來
始
テ
ノ
法
律
タ
リ
先
日
護
布
ニ
ナ
リ
シ
憲
法
二
到
シ
テ



ハ
最
モ
緊
要
ナ
ル
關
係
ヲ
有
シ
我
日
本
三
千
九
百
萬
人
ノ
同
胞
二
關
ス
ル
至
重

至
大
ノ
法
律
ナ
レ
ハ
我
元
老
院
二
於
テ
ハ
詳
カ
ニ
議
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ニ

四
士
轟
田
七
＋
七
番
ノ
言
蕪
用
ナ
リ
只
今
ハ
難
則
第
一
條
ノ
委

員
選
定
會
ナ
リ
其
事
二
付
テ
ノ
論
ナ
ラ
ハ
可
ナ
ル
モ
他
事
二
及
ホ
ス
ハ
無
用
ナ

リ　
議
長
本
席
ヨ
リ
モ
注
意
ス
審
査
委
員
選
定
會
ノ
コ
ト
ハ
最
初
ヨ
リ
明
言
シ

テ
ア
レ
ハ
七
十
七
番
モ
知
ル
所
ナ
ラ
ソ
他
岐
二
渉
ラ
ヌ
檬
ニ
ス
ヘ
シ

羊
七
番
器
董
馨
會
ノ
・
－
モ
諜
セ
リ
今
些
タ
ル
馨
ロ
ナ

リ
渚
本
官
ハ
此
假
規
則
ハ
多
敷
ノ
同
意
ヲ
得
テ
出
來
タ
ル
モ
實
ハ
無
用
ノ
モ
ノ

ナ
リ
ト
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
此
三
案
二
封
シ
テ
ハ
十
分
二
討
議
ス
ル
コ
ト
モ
能
ハ
サ

レ
ハ
委
員
ヲ
選
定
ス
ル
モ
其
詮
ノ
無
ケ
レ
ハ
ナ
リ
又
七
十
三
番
ハ
分
ラ
ヌ
ト
云

フ
モ
本
官
ハ
左
檬
二
六
個
敷
モ
ノ
ト
ハ
思
ハ
ス
普
通
ノ
人
間
ナ
ラ
ハ
分
ル
ヘ
キ

筈
ナ
リ
本
官
ハ
只
審
議
ヲ
壼
ス
能
ハ
サ
ル
位
ノ
議
案
ナ
レ
ハ
審
査
委
員
ヲ
置
ク

モ
無
用
二
厨
ス
ト
考
フ
ル
ノ
ミ
併
シ
各
官
二
於
テ
無
用
ニ
ア
ラ
ス
有
用
ナ
リ
ト

シ
テ
選
定
ス
ル
ナ
ラ
ハ
別
二
異
存
ナ
シ

七
士
番
蟹
香
ハ
窺
則
ヲ
肇
セ
柔
毒
査
董
ト
ハ
如
何
ナ

ル
老
ソ
ヤ
何
ニ
セ
ヨ
議
官
中
ヨ
リ
之
ヲ
選
ヒ
精
密
二
調
査
ス
ル
コ
ト
ナ
ラ
ソ
ト

思
ヘ
リ
然
ル
ニ
七
十
三
番
ハ
此
法
律
ノ
審
査
ハ
司
法
省
二
出
勤
シ
居
ル
議
官
ヲ

以
テ
之
二
充
ン
ト
云
ヘ
リ
本
官
モ
同
感
ナ
リ
シ
カ
議
長
席
ヨ
リ
請
求
シ
テ
モ
行

ハ
ル
ル
ヤ
否
ハ
知
レ
ス
ト
云
フ
此
ノ
法
律
ノ
至
大
至
重
ナ
ル
ハ
申
ス
迄
モ
無
ク

民
法
ノ
如
キ
ハ
幾
年
カ
カ
リ
タ
ル
ヤ
法
律
二
明
カ
ナ
ル
人
々
其
編
纂
ノ
任
二
當

　
　
　
　
　
　
　
　
パ
マ
こ

リ
テ
許
多
ノ
年
月
ヲ
経
ポ
ア
ソ
ナ
ー
ド
ノ
如
キ
有
名
ノ
外
國
人
マ
テ
其
中
二
入

リ
テ
肺
肝
ヲ
砕
キ
タ
リ
然
ル
ニ
當
議
場
二
於
テ
ハ
大
豊
ノ
可
否
ヲ
決
シ
サ
ヘ
ス

レ
ハ
ヨ
シ
ト
ハ
實
二
元
老
院
ノ
命
肱
モ
旦
タ
ニ
迫
マ
レ
ル
カ
故
ナ
ラ
ソ
併
シ
筍

　
　
　
　
奮
民
法
審
査
元
老
院
會
議
筆
記

モ
假
規
則
ヲ
立
テ
タ
ル
上
ハ
ド
コ
迄
モ
審
査
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
本
官
モ
七
十
三
番

ノ
如
ク
一
寸
見
レ
ハ
分
ル
檬
ナ
レ
ト
モ
實
際
二
這
入
テ
見
レ
ハ
更
二
分
カ
ラ
ス

大
切
ナ
ル
人
民
ノ
身
上
二
關
ス
ル
法
律
ヲ
僅
力
五
月
マ
テ
ニ
審
査
ヲ
了
セ
ソ
ト

ス
ル
カ
連
モ
出
來
サ
ル
ヘ
シ
此
法
律
ノ
大
鎧
二
於
テ
モ
本
官
ハ
安
ソ
ス
ル
能
ハ

ス
因
テ
司
法
省
二
出
張
セ
ル
議
官
ヲ
以
テ
其
任
二
當
ラ
シ
メ
ソ
コ
ト
ヲ
望
ム
委

員
十
四
名
ハ
人
敷
多
ケ
レ
ハ
叉
議
論
多
ク
シ
テ
困
難
ノ
コ
ト
モ
ア
ル
ヘ
シ
司
法

省
二
出
張
セ
ル
議
官
ハ
永
ク
此
案
ノ
調
査
ヲ
爲
シ
法
律
…
一
明
ル
キ
人
々
ナ
レ
ハ

此
議
官
ヲ
委
員
ト
シ
テ
足
ラ
ソ
尤
モ
此
ノ
議
官
ハ
目
下
民
法
人
事
編
ノ
取
調
二

疲
食
ヲ
忘
レ
テ
勉
強
ス
ト
云
フ
コ
ト
ナ
レ
ハ
充
分
ノ
審
査
ハ
出
來
サ
ル
ヘ
キ
モ

此
案
ノ
大
瞠
ハ
可
ナ
リ
彼
案
ノ
大
瞠
ハ
不
可
ナ
リ
ト
其
理
由
ヲ
明
白
ニ
ス
ル
位

ノ
間
隙
ハ
ア
ル
ヘ
シ
審
査
委
員
ハ
尤
モ
大
切
ナ
リ
願
ク
ハ
是
非
二
司
法
省
二
出

張
セ
ル
議
官
ヲ
速
カ
ニ
請
求
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
因
テ
之
ヲ
建
議
ス

四
士
轟
田
議
長
ハ
七
±
番
ノ
嚢
言
リ
葎
取
調
委
員
丑
繭
求

ス
ル
コ
ト
ヲ
議
場
昌
問
ハ
ン
ト
ス
ル
カ

　
議
長
素
ヨ
リ
一
種
ノ
建
議
ナ
ル
故
順
序
ヲ
追
テ
間
ハ
ソ
ト
ス
併
シ
六
十
一

番
ノ
建
議
ヲ
先
キ
ニ
シ
多
敷
二
決
ス
レ
ハ
七
十
一
番
ノ
建
議
ハ
議
場
、
一
間
ハ
ス

叉
六
十
四
番
ハ
委
員
ハ
議
長
ヨ
リ
特
選
ス
ヘ
シ
ト
云
ヘ
リ
是
モ
建
議
ナ
レ
ハ
議

場
二
問
ハ
ソ
ト
ス

四
士
轟
田
然
レ
ハ
七
＋
蕃
ノ
譲
季
間
題
ナ
リ
併
豊
ハ
意
見
ハ

到
底
貫
ク
コ
ト
ヲ
得
サ
ラ
ソ
何
ト
ナ
レ
ハ
當
院
ヨ
リ
出
テ
シ
法
律
取
調
委
員
ハ

此
三
案
ヲ
調
ヘ
テ
政
府
へ
出
セ
ル
ナ
レ
ハ
假
令
此
人
々
ヲ
シ
テ
審
査
セ
シ
ム
ル

モ
壼
二
他
ノ
意
見
ア
ラ
ン
ヤ
此
ノ
通
ニ
テ
可
ナ
リ
ト
云
フ
ヨ
リ
外
ナ
キ
ナ
リ
法

律
取
調
委
員
ノ
内
心
ハ
兎
モ
ア
レ
筍
モ
此
法
案
ヲ
一
旦
可
決
シ
テ
政
府
二
出
セ

ル
上
ハ
表
向
キ
ハ
同
意
ナ
リ
故
二
此
等
ノ
人
ヲ
加
ヘ
ス
シ
テ
我
々
ノ
新
ラ
シ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
　
　
　
（
九
四
五
）



奮
民
法
審
査
元
老
院
倉
議
筆
記

室
氣
ヲ
以
テ
審
査
ス
ル
ヲ
可
ト
ス
七
十
一
番
ノ
精
碑
ハ
可
ナ
ル
モ
若
シ
之
ヲ
貫

ケ
ハ
却
テ
反
封
ノ
結
果
ト
ナ
ル
ヘ
シ
六
十
一
番
ノ
建
議
行
ハ
レ
ソ
コ
ト
ヲ
欲
ス

ル
カ
爲
メ
ニ
コ
冒
ス
ル
ナ
リ

六
＋
署
麟
六
士
番
ノ
護
ヲ
霧
商
ハ
ル
ル
ナ
ラ
ハ
本
寧
意

見
モ
無
用
ナ
ラ
ソ
然
レ
ト
モ
上
庸
ヨ
リ
本
官
ノ
意
見
ハ
建
議
ナ
ル
カ
否
ト
ノ
言

モ
ア
リ
若
シ
六
十
一
番
ノ
建
護
成
立
セ
ス
ン
ハ
議
長
之
ヲ
選
定
ス
ヘ
シ
ト
云
フ

　
　
　
　
　
震
、
）

コ
ト
ヲ
改
メ
テ
議
建
セ
ソ

　
　
　
　
ロ
ヤ
　

　
七
十
六
番
脚
⑳
　
建
議
ノ
決
ヲ
取
ラ
ル
ル
前
二
一
言
セ
ソ
本
官
ハ
議
長
ヨ
リ

配
付
ア
リ
シ
假
規
則
ハ
談
場
ノ
確
定
二
非
ス
ト
シ
テ
質
問
セ
シ
ニ
談
長
ハ
議
場

二
於
テ
確
定
セ
シ
モ
ノ
ト
同
一
ノ
カ
ヲ
有
ス
ト
言
ヒ
且
其
例
モ
ア
リ
ト
云
ヘ
ハ

敢
テ
論
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ト
モ
議
場
外
ノ
コ
ト
ハ
議
場
二
於
テ
決
定
ス
ル
モ
ノ
ト

ハ
異
ナ
リ
又
多
歎
上
言
ハ
ル
ル
モ
乙
部
ナ
ト
ハ

四
士
轟
田
無
用
七
＋
六
番
ハ
蝿
則
・
付
テ
露
ス
ル
モ
杳
ハ
假

規
則
ヲ
議
ス
ル
宣
告
ハ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
七
十
六
番
ハ
愚
痴
ヲ
吐
ク
ニ
過
キ
ス
議

長
ヨ
リ
断
然
螢
言
ヲ
停
止
ア
リ
テ
可
ナ
ラ
ン

　
　
　
　
　
ロ
し
　

　
七
十
六
番
抑
趨
　
四
十
一
番
ハ
假
規
則
二
付
テ
無
用
ト
呼
フ
モ
総
テ
議
事
ノ

規
則
二
不
都
合
ア
ル
ト
キ
ハ
談
案
外
二
規
則
ヲ
論
ス
ル
コ
ト
多
々
ア
リ
猫
リ
今

日
ノ
ミ
ニ
非
サ
ル
ナ
リ
議
論
ノ
顛
末
ヲ
聞
カ
ス
シ
テ
牛
途
ヨ
リ
無
用
ト
呼
フ
ハ

不
都
合
ニ
ア
ラ
ス
ヤ
本
官
ノ
考
ハ
各
部
ニ
テ
取
極
メ
タ
ル
モ
其
多
敷
ハ
全
員
ノ

可
決
ニ
ア
ラ
ス

四
＋
蕃
麟
田
舅
無
用
ナ
リ
羊
六
賛
馨
窺
則
・
・
付
テ
論
ス
ル

ハ
無
用
ナ
ラ
ス
杢
言
フ
モ
各
部
中
ノ
コ
ト
ハ
表
立
テ
論
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ラ
ス

若
シ
六
十
一
番
ノ
特
別
建
議
二
封
シ
意
見
ノ
異
ナ
ル
陳
述
ナ
ラ
ハ
假
令
時
間
ヲ

費
ス
モ
厭
ハ
サ
レ
ト
モ
此
偶
規
則
二
付
テ
彼
レ
此
レ
論
辮
ス
ル
ハ
議
場
ヲ
妨
ク

六
六

（
九
四
六
）

ル
モ
ノ
ナ
リ
故
二
本
官
ハ
無
用
ナ
リ
ト
ス

六
士
蕃
稀
奢
モ
無
用
ト
ス
棲
翻
ハ
青
四
晶
藝
ヨ
リ
ノ

達
二
「
各
部
ノ
同
意
多
籔
ニ
ョ
リ
別
紙
ノ
通
定
ム
」
ト
ア
リ
然
レ
ハ
假
規
則
ト

ア
ル
モ
本
規
則
ナ
リ
若
シ
是
レ
ハ
假
規
則
ニ
テ
本
規
則
ニ
ア
ラ
ス
ト
ナ
ラ
ハ
其

未
タ
定
マ
ラ
サ
ル
前
二
於
テ
論
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
今
日
二
至
テ
ハ
此
規
則
二
反

ス
ル
ヲ
得
ス
此
假
規
則
二
依
リ
一
讃
會
ノ
例
ヲ
用
ヒ
ス
シ
テ
委
員
ヲ
選
ム
ハ
墜

通
ノ
方
法
ナ
リ
若
シ
第
一
條
ノ
審
査
委
員
ヲ
置
ク
ニ
及
ハ
ス
第
二
條
二
依
ル
ヲ

可
ト
ス
ト
ナ
ラ
ハ
別
段
建
議
シ
テ
可
ナ
リ
今
日
ハ
立
派
ナ
ル
正
式
ノ
規
則
二
依

テ
議
事
ヲ
開
キ
タ
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
速
二
委
員
ヲ
選
定
ス
ル
ノ
方
法
ヲ
議
決
ア

ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム

　
　
退
席
　
七
十
一
番
橋
口
粂
三

四
番
翻
沓
ハ
欝
ハ
無
言
議
事
ナ
ラ
ン
恵
三
種
タ
臨

々
タ
リ
本
官
ハ
初
メ
ヨ
リ
六
十
一
番
二
同
意
ス
若
シ
多
敷
ヲ
得
ハ
十
四
名
ノ
審

査
委
員
ヲ
選
ム
ナ
ラ
ン
因
テ
心
得
ノ
爲
メ
ニ
間
フ
本
院
ヨ
リ
司
法
省
二
出
張
セ

ル
法
律
取
調
委
員
タ
ル
議
官
ア
リ
審
査
委
員
ノ
投
票
中
へ
此
ノ
面
々
モ
加
ヘ
テ

差
支
ナ
キ
ヤ
若
シ
差
支
ナ
キ
ト
キ
ハ
之
ヲ
加
ヘ
ハ
便
釜
多
カ
ル
ヘ
シ
尤
モ
番
外

モ
出
席
読
明
モ
ア
ル
ヘ
キ
モ
其
上
二
右
ノ
取
調
委
員
ヲ
加
ヘ
ハ
更
二
可
ナ
ラ
ソ

　
　
退
席
　

一
番
　
　
颪
原
　
實

　
　
　
　
　
四
十
八
番
輻
羽
美
静

　
　
　
　
　
十
二
番
　
　
岩
村
定
高

　
　
　
　
　
十
】
番
　
伊
東
蕨
麿
（
手
塚
註
．
田
席
ノ
記
事
ヲ
峡
ク
）

　
議
長
　
四
番
二
答
ヘ
ソ
法
律
取
調
委
員
ヲ
投
票
二
加
ヘ
テ
可
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
ハ

先
刻
七
十
三
番
二
封
シ
述
ヘ
タ
ル
通
リ
ナ
リ
之
ヲ
除
ク
コ
ト
ヲ
多
敬
決
ヲ
以
テ

極
メ
サ
ル
限
リ
ハ
之
ヲ
投
票
ス
ル
モ
差
支
ナ
シ
ト
ス
ル
ヨ
リ
外
ナ
シ
果
シ
テ
臨



席
ス
ル
ヲ
得
ル
ヤ
否
ヤ
ハ
確
答
ス
ル
能
ハ
サ
ル
モ
請
求
ヲ
爲
ス
ノ
考
ナ
リ

四
番
翻
委
製
簗
リ

七
士
ハ
番
黎
中
塗
シ
テ
蓉
・
ヲ
止
メ
ラ
妄
ル
垂
言
セ
蔀
内

ノ
決
議
モ
議
場
ノ
決
議
ト
同
一
ノ
効
力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
今
日
ハ

可
ナ
ル
モ
他
日
不
都
合
ヲ
生
セ
ソ
故
二
矢
張
議
場
ノ
決
議
ト
同
シ
ク
幾
人
ノ
多

激
幾
人
ノ
小
敷
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
明
カ
ニ
シ
可
否
ノ
籔
ヲ
調
フ
ル
ヲ
希
望
ス
先
刻

ハ
其
事
ヲ
建
議
セ
ソ
ト
セ
シ
ニ
止
メ
ラ
レ
タ
リ
本
官
陳
述
ノ
主
義
ハ
方
二
此
二

在
ル
ナ
リ
又
六
十
六
番
ハ
初
メ
ニ
言
ヘ
ハ
ヨ
シ
ト
論
ス
ル
モ
本
官
ハ
假
規
則
ナ

ル
故
議
場
二
於
テ
取
極
メ
タ
ル
カ
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
ト
思
考
セ
リ
然
ル
ニ

議
長
ハ
其
例
モ
ア
リ
ト
言
ハ
ル
ル
カ
ラ
ハ
今
後
ハ
通
常
ノ
手
績
ヲ
爲
シ
テ
可
ナ

ラ
ソ

　
議
長
　
建
議
ノ
主
旨
ハ
了
解
セ
リ
先
ッ
審
査
委
員
設
置
二
係
ル
六
十
一
番
建

議
ノ
決
ヲ
取
ラ
ソ

　
　
退
席
　
　
六
十
四
番
　
石
井
忠
亮

　
　
　
　
　
四
十
三
番
　
大
迫
貞
清

圭
蕃
璽
司
薯
二
墨
セ
ル
議
官
ハ
前
　
ハ
看
－
聞
キ
シ
ニ
四

名
ナ
リ
ト
云
フ
之
ヲ
投
票
二
入
レ
テ
モ
可
ナ
ル
ヤ

　
議
長
　
法
律
取
調
委
員
ハ
五
名
ア
リ

　
七
十
三
番
融
邊
　
三
番
ハ
旋
行
ナ
リ
ト
云
フ

　
議
長
　
然
り
本
席
ハ
出
張
ノ
員
敷
ノ
、
・
・
ヲ
述
ヘ
タ
リ
併
シ
族
行
ナ
レ
ハ
蹄
ル

ナ
ラ
ソ六

＋
六
燕
山
七
＋
暴
ハ
司
薯
葎
取
調
蓄
ヲ
葦
シ
奇
ナ
ル

カ
ト
云
フ
モ
本
官
ハ
是
ハ
別
ニ
シ
テ
置
ク
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
投
票
ス
ヘ
キ
モ
ノ

ニ
ア
ラ
ス
ト
ス
故
二
議
長
ヨ
リ
此
事
ヲ
述
ヘ
ラ
レ
テ
可
ナ
ラ
ン

奮
民
法
審
査
元
老
院
會
議
筆
記

　
議
長
其
簾
ハ
本
席
二
於
テ
ハ
之
ヲ
衆
議
二
問
フ
ヨ
リ
外
ナ
キ
ナ
リ
然
レ
ト

モ
司
法
省
二
出
張
セ
ル
議
官
ヲ
選
フ
ト
否
ト
ハ
各
官
ノ
意
想
二
在
リ
若
シ
嘗
選

セ
ハ
請
求
ヲ
爲
ス
ヘ
キ
モ
臨
席
ハ
覚
束
ナ
カ
ラ
ソ

　
議
長
　
最
早
論
議
モ
墨
キ
タ
リ
ト
認
ム
決
ヲ
取
ラ
ソ
ト
ス
六
十
一
番
ノ
投
票

ヲ
以
テ
十
四
名
ノ
審
査
委
員
ヲ
選
ミ
其
三
議
案
ノ
分
捲
ハ
議
長
ノ
指
定
、
『
任
カ

ス
ト
云
フ
建
議
二
同
意
ノ
議
官
ハ
起
立
セ
ヨ

　
　
起
立
者
　
　
三
十
七
人

　
議
長
多
激
ニ
ョ
リ
可
ト
決
ス
是
ヨ
リ
投
票
ノ
手
績
ヲ
爲
ス
ニ
ョ
リ
各
議
官

ハ
別
席
二
於
テ
休
憩
セ
ヨ
番
外
ハ
退
席
シ
テ
可
ナ
リ

　
議
長
　
改
メ
テ
一
言
ス
別
席
二
於
テ
休
憩
セ
ヨ
ト
述
ヘ
シ
モ
當
選
者
ハ
別
二

通
知
ス
可
ケ
レ
ハ
投
票
ヲ
畢
リ
タ
ル
者
ハ
退
場
ス
ル
モ
妨
ケ
無
シ

　
　
午
後
零
時
三
十
分
閉
場

　
閉
場
ノ
後
當
選
人
名
ヲ
各
議
官
二
通
知
ス
印
チ
其
得
票
敷
及
ヒ
入
名
左
ノ
如

　
シ

三
十
五
黙

三
＋
四
黙

三
十
四
黙

三
＋
一
鮎

三
十
一
馳

三
十
貼

二
十
九
馳

二
＋
九
貼

二
＋
五
鮎

二
十
四
貼

四
十
一
番

二
十
三
番

六
十
一
番

十
三
番

十
六
番

五
十
五
番

二
十
八
番

七
十
六
番

二
十
九
番

四
十
九
番

井
田
　
譲

細
川
潤
次
郎

楠
本
正
隆

岡
内
重
俊

三
浦
　
安

小
畑
美
稻

大
鳥
圭
介

加
藤
弘
之

渡
邊
　
陵

綿
貫
吉
直六

七

（
九
四
七
）



奮
民
法
審
査
元
老
院
倉
議
筆
記

　
　
二
十
三
馳
　

四
番
　
　
伊
丹
重
賢

　
　
二
十
三
鮎
　
　
六
十
六
番
森
山
　
茂

　
　
二
十
鮎
　
　
　
三
十
九
番
　
津
田
　
出
　
（
季
塚
註
．
田
席
ノ
記
事
ヲ
訣
ク
）

　
十
九
黙
　
　
　
七
十
三
番
　
渡
邊
　
　
清

　
以
上
ノ
人
名
中
四
十
一
番
、
六
十
一
番
、
五
十
五
番
、
二
十
八
番
、
七
十
六

番
、
二
十
九
番
、
四
十
九
番
ノ
七
名
ハ
民
法
ヲ
分
澹
シ
他
ノ
七
名
ハ
商
法
並
裁

判
所
構
成
法
ヲ
分
推
セ
リ

第
六
百
＋
四
譲
姦

明
治
二
十
二
年
七
月
二
十
九
日

議
長
大
木
喬
任

　
出
席
議
官

二
番

四
番

六
番

八
番

十
一
番

十
三
番

十
五
番

十
七
番

十
九
番

二
＋
二
番

黒
田
清
綱

津
田
　
出

三
浦
　
安

揖
取
素
彦

津
田
眞
道

横
村
正
直

建
野
郷
三

加
藤
弘
之

金
井
之
恭

田
邊
太
一

大
膿
可
否
會

三
番

五
番

七
番

十
番

十
二
番

十
四
番

十
六
番

十
八
番

二
十
番

二
十
三
番

尾
崎
三
良

久
我
通
久

楠
本
正
隆

安
藤
則
命

由
利
公
正

坂
本
政
均

村
田
　
保

國
司
順
正

四
條
隆
不

宮
本
小
一

二
十
五
番

　
二
十
九
番

三
十
一
番

三
十
四
番

三
十
六
番

三
十
九
番

四
十
三
番

四
十
五
番

五
十
番

五
十
二
番

五
十
六
番

五
十
九
番

　
六
十
三
番

　
六
十
五
番

　
六
十
八
番

七
十
二
番

　
七
十
九
番

内
閣
委
員

番
外
一
番

番
外
二
番

碑
田
孝
手

、

平
岡
通
義

清
岡
公
張

岩
村
定
高

渡
邊
　
清

森
山
　
茂

中
島
永
元

長
岡
護
美

千
家
魚
輻

前
田
献
吉

田
邊
良
顯

壬
生
基
修

石
井
忠
亮

岡
内
重
俊

海
江
田
信
義

渡
邊
　
駿

紳
山
郡
廉

六
八

司
法
大
臣
秘
書
官

大
審
院
評
定
官

（
九
四
八
）

二
十
八
番

三
十
番

三
十
三
番

三
十
五
番

三
十
八
番

四
十
一
番

四
十
四
番

四
十
八
番

五
十
一
番

五
十
五
番

五
十
七
番

六
十
一
番

六
十
四
番

六
十
六
番

六
十
九
番

七
十
八
番

八
十
番

何
　
禮
之

五
條
爲
榮

蜂
須
賀
茂
紹

長
谷
部
辰
蓮

林
　
友
幸

伊
丹
重
賢

原
田
一
道

大
迫
貞
清

長
松
　
幹

小
畑
美
稻

西
　
　
　
周

上
杉
茂
憲

本
田
親
雄

伊
集
院
桑
寛

山
口
筒
芳

宍
戸
　
襲

中
村
正
直

栗
塚
省
吾

寺
島
　
直

　
午
前
九
時
五
十
分
開
場

議
長
本
日
ハ
第
六
百
十
四
號
議
案
ノ
會
議
ヲ
開
ク
此
案
ハ
各
官
モ
承
知
セ

ラ
ル
ル
通
リ
先
般
急
速
決
定
ヲ
要
ス
ル
ニ
因
リ
通
常
議
事
ノ
手
績
二
依
ラ
ス
大



豊
二
付
可
否
講
定
ス
ヘ
キ
旨
勅
令
ア
リ
シ
ヲ
以
テ
大
瞠
可
否
會
議
假
規
則
二
依

リ
テ
討
議
ス
可
シ
而
シ
テ
本
案
ノ
朗
讃
ハ
固
ヨ
リ
大
部
ナ
ル
ヲ
以
テ
通
牒
文
ノ

ミ
ニ
止
メ
ソ

　
　
嘉
官
霜
朗
讃

　
　
　
　
　
　
人
事
編
獲
得
編

　
　
　
　
民
法
　
第
二
部
ヲ
除
ク

　
　
　
右
其
院
議
定
二
付
ス

　
　
　
明
治
二
十
二
年
一
月
二
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣
伯
爵
　
黒
田
清
隆

　
　
　
　
元
老
院
副
議
長
伯
爵
　
柳
原
前
光
殿

腫
轟
醐
此
ノ
民
法
草
案
ヲ
編
成
セ
シ
ハ
去
萌
治
八
年
ニ
シ
テ
爾
來

今
日
二
至
ル
迄
種
々
ノ
墜
革
ヲ
來
セ
シ
ハ
各
官
ノ
熟
知
セ
ラ
ル
ル
所
ナ
リ
而
シ

テ
今
同
営
院
へ
下
付
セ
ラ
レ
シ
ハ
本
年
一
月
ニ
シ
テ
其
後
内
閣
委
員
ノ
我
々
ト

當
院
ノ
各
審
査
委
員
ト
互
二
相
談
シ
審
査
委
員
ノ
意
見
二
随
ヒ
再
ヒ
内
閣
二
提

出
シ
テ
正
誤
セ
シ
カ
其
正
誤
ノ
箇
條
ハ
一
々
陳
述
セ
サ
ル
モ
既
二
各
官
ノ
手
許

ナ
ル
議
案
ヲ
校
正
セ
ラ
レ
シ
ヲ
以
テ
明
瞭
ナ
リ
ト
ス
而
シ
テ
前
陳
ノ
如
ク
各
審

査
委
員
ノ
壼
カ
ニ
テ
正
誤
セ
ラ
レ
シ
故
多
少
其
宜
シ
キ
ヲ
得
タ
リ
ト
信
ス
ル
ナ

リ
翼
ク
ハ
満
場
各
官
ノ
賛
成
ヲ
以
テ
議
定
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ

三
蕃
纂
本
案
ハ
雑
轟
重
柄
⊇
愚
蓬
力
嚢
ヲ
爲
ス
ハ

不
可
ナ
ラ
ソ
且
又
人
事
編
等
ニ
モ
頗
ル
關
係
多
ケ
レ
ト
モ
未
タ
其
編
成
ノ
期
ヲ

見
ル
能
ハ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
此
案
ノ
稜
布
ハ
時
節
倫
ホ
早
シ
ト
考
フ
ル
ヲ
以
テ

塵
案
読
ヲ
提
出
ス
ル
ナ
リ

六
番
篇
糞
・
婁
ハ
馨
董
・
リ
緕
ア
ル
可
ケ
レ
ハ
蓋
蘭

カ
ン
ト
欲
シ
テ
擦
へ
居
シ
リ
ニ
唯
今
三
十
番
ヨ
リ
慶
案
論
ヲ
提
出
セ
ラ
レ
シ
モ

奮
民
法
審
査
元
老
院
倉
議
筆
記

其
読
タ
ル
甚
タ
輩
簡
ニ
シ
テ
未
タ
其
魔
案
ノ
理
由
ヲ
詳
カ
ニ
ス
ル
ヲ
得
ザ
ル
ナ

リ
而
シ
テ
本
案
中
二
正
誤
ヲ
加
ヘ
シ
廉
ハ
本
院
ノ
審
査
委
員
二
於
テ
之
ヲ
爲
セ

シ
ニ
ハ
非
ス
内
閣
．
委
員
ヨ
リ
内
閣
二
提
出
シ
テ
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直
シ
セ
シ
モ
ノ
ニ
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内
實
ハ
幾
分
力
部
會
二
於
テ
陳
述
ア
リ
シ
モ
個
ハ
内
輪
ノ
コ
ト
ナ
レ
ハ
此
ノ
會

場
二
於
テ
更
二
審
査
委
員
ヨ
リ
承
ハ
ラ
ソ
ト
希
望
シ
居
ル
ナ
リ

七
番
謙
本
案
二
就
テ
ハ
嚢
ヨ
覇
令
二
基
キ
謹
・
一
付
テ
蕃
否
ヲ

議
ス
ヘ
シ
ト
ノ
宣
告
モ
ア
リ
テ
此
案
二
付
テ
質
間
等
ア
ル
モ
其
間
答
ノ
際
二
於

テ
飴
程
ノ
面
倒
ヲ
來
ス
ニ
至
ラ
ソ
唯
今
或
議
官
ノ
述
ヘ
ラ
レ
シ
如
ク
本
案
中
！

正
誤
セ
シ
廉
ハ
本
官
等
不
省
ナ
カ
ラ
其
任
二
當
リ
幾
分
カ
ノ
修
正
ヲ
施
セ
リ
付

プ
ハ
直
接
ハ
兎
モ
角
間
接
二
手
ヲ
入
レ
テ
内
閣
二
提
出
セ
シ
箇
所
々
々
ハ
各
官

ノ
清
賠
ヲ
煩
ハ
サ
サ
ル
ヲ
得
サ
レ
ト
モ
是
ハ
多
條
二
渉
リ
挫
モ
一
二
時
間
ニ
テ

述
へ
墨
ス
能
ハ
サ
ル
ナ
リ
併
シ
ナ
カ
ラ
此
程
本
官
力
同
僚
ノ
渤
メ
ニ
随
ヒ
控
席

二
於
テ
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大
意
ヲ
述
ヘ
シ
際
幸
ヒ
本
院
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記
者
ノ
手
二
成
リ
シ
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記
ヲ
存
セ
シ

故
甚
タ
不
始
末
ナ
ル
演
説
ナ
レ
ト
モ
先
其
大
要
ヲ
各
官
ノ
貴
聰
二
入
レ
ソ
カ
爲

メ
該
筆
記
ヲ
朗
讃
シ
テ
本
案
ノ
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長
ク
當
院
ノ
會
議
筆
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二
止
メ
ン

ト
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ス
ル
ナ
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ハ
大
二
各
官
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退
屈
ヲ
醸
セ
シ
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先
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今
朗
讃
セ
シ
所
ノ
趣
意
ヲ
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共
修

正
ス
可
キ
ハ
之
ヲ
修
正
シ
テ
親
裁
ノ
一
助
二
供
セ
リ
然
ル
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恨
ム
ラ
ク
ハ
本

案
ハ
急
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ノ
決
護
ヲ
要
シ
日
子
二
制
限
ア
リ
シ
ヲ
以
テ
審
査
委
員
二
於
テ
モ
未

タ
此
修
正
ヲ
以
テ
完
全
無
飲
ノ
モ
ノ
ト
爲
ス
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ
實
ハ
備
ホ
此
上
ニ

モ
完
全
ナ
ル
修
正
ヲ
望
メ
ト
モ
先
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レ
ナ
ラ
ハ
朝
令
暮
改
ノ
憂
ヲ
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ス
コ
ト
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無
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ル
ヘ
シ
ト
信
ス
ル
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リ
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法
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元
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審
査
委
員
中
七
番
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査
委
員
力
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ニ
本
案
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修
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盗
力
セ
ラ
レ
内
閣
二
於
テ
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意
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セ
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レ
本
案
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修
正
ヲ
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ヘ
ラ
レ
タ
ル
上
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ヒ
下
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二
至
リ
タ
ル
ハ
本
官
等
力
深
ク
審
査
委
員
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向
テ
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セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ
本
官
等
モ
民
法
ハ
悪
シ
キ
カ
ト
云
フ
ニ
決
シ

テ
然
ラ
ス
早
晩
之
ヲ
編
纂
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
既
二
明
治
八
年
二
著

手
セ
ラ
レ
爾
來
今
日
二
至
リ
タ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
全
ク
之
ヲ
歴
棄
シ
テ
行
フ
可
カ

ラ
ス
ト
ス
ル
能
ハ
ス
而
シ
テ
明
治
八
年
以
來
今
日
二
至
ル
迄
百
事
多
端
ノ
時
節

二
際
シ
テ
十
五
年
間
ノ
星
霜
ヲ
積
メ
リ
ト
錐
モ
我
邦
二
千
五
百
年
以
來
ノ
慣
習

ヲ
西
洋
各
國
ノ
法
律
二
比
較
シ
彼
是
レ
取
捨
折
衷
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
五
年
十
年
ヲ

脛
過
シ
タ
リ
ト
テ
猫
ホ
早
シ
ト
思
ハ
ル
ル
ナ
リ
然
ル
ニ
近
來
頻
リ
ニ
此
民
法
ノ

草
案
ヲ
急
カ
ル
ル
ニ
至
レ
リ
印
チ
本
院
ヨ
リ
モ
此
民
法
編
纂
委
員
二
選
マ
レ
テ

出
庸
シ
居
ラ
ル
ル
者
ア
ル
ヲ
以
テ
之
二
就
テ
其
模
様
ヲ
聞
キ
シ
ニ
此
編
纂
ハ
ナ

カ
々
々
切
迫
ノ
事
ニ
シ
テ
之
ヲ
議
ス
ル
ニ
モ
課
程
ヲ
定
メ
日
々
十
敷
條
宛
ヲ
決

ス
ル
次
第
ナ
レ
ハ
如
何
二
聰
明
ナ
ル
モ
ノ
ト
錐
モ
時
間
ヲ
以
テ
要
セ
ラ
レ
テ
ハ
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箇
ハ
銘
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ノ
心
二
問
フ
モ
必
ス
完
全
ナ
ル
モ
ノ
ト
ハ
思
ハ
レ
サ
ル
ナ
リ
ト
云
ヘ

リ
從
テ
今
同
元
老
院
二
此
案
ヲ
下
付
セ
ラ
レ
シ
ニ
就
テ
モ
其
法
律
大
朧
二
付
可

否
議
定
ス
ヘ
シ
ト
ノ
特
命
ヲ
下
サ
レ
タ
リ
即
チ
此
特
命
二
依
リ
テ
審
査
委
員
ヲ

設
ケ
テ
今
日
ノ
議
席
ノ
開
ク
ル
ニ
及
ヘ
リ
而
シ
テ
今
日
此
議
席
ノ
開
ク
ル
ニ
至

リ
テ
ハ
固
ヨ
リ
特
命
二
依
リ
テ
逐
條
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ヲ
議
シ
テ
一
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修
正
ヲ
施
ス
能
ハ
サ
ル
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上
本
案
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審
査
委
員
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非
サ
ル
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議
官
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テ
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ハ
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ノ
審
査
委
員
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當
リ
テ
注
モ
本
案
ノ
審
査
委
員
ノ
牛
ハ
モ
カ
ヲ
墨
ス
能
ハ
サ
ル
ノ
、
・
・
ナ
ラ
ス

内
閣
ヨ
リ
本
案
ヲ
下
付
セ
ラ
レ
テ
ヨ
リ
今
日
二
至
ル
迄
僅
カ
ニ
之
ヲ
一
讃
ス
ル

ニ
モ
足
ラ
サ
ル
日
子
ナ
リ
之
ヲ
一
讃
ス
ル
ニ
足
ラ
サ
ル
日
限
内
二
於
テ
之
力
審

査
委
員
一
一
當
リ
タ
ル
者
ハ
實
一
一
困
難
ノ
至
リ
ト
謂
フ
可
シ
印
チ
本
官
ノ
如
キ
モ
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目
下
民
事
訴
訟
法
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審
査
委
員
二
當
リ
テ
之
ト
同
檬
ノ
境
，
界
二
居
ル
者
ナ
レ
ト

モ
今
ヤ
此
案
二
臨
テ
容
易
二
之
ヲ
可
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ス
ル
能
ハ
サ
ル
ナ
リ
何
ト
ナ
レ
ハ
之
ヲ

可
否
ス
ル
思
想
ヲ
生
ス
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程
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本
案
ヲ
見
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ノ
逞
ナ
ケ
レ
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ナ
リ
然
ラ
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之
力

大
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二
付
テ
云
フ
ト
キ
ハ
前
ニ
モ
陳
述
ス
ル
如
ク
固
ヨ
リ
此
民
法
ナ
ル
モ
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ハ

無
カ
ラ
ネ
ハ
ナ
ラ
ヌ
モ
ノ
ナ
リ
恰
モ
食
事
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必
ス
爲
サ
サ
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得
サ
レ
ト
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レ
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果
シ
テ
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見
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ラ
サ
ル
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去
レ
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民
法
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善
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云
フ
モ
共
箇
條
中
二
於
テ
亦
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ア
ル
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以
テ
今
目
此

案
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封
シ
テ
可
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フ
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進
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マ
レ
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シ
テ
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モ
議
場
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例
ト
シ
テ
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ハ
致
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ナ
リ
而
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何
故
此
ノ
決
議
ヲ

急
カ
ル
ル
ニ
ヤ
明
治
八
年
以
來
起
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者
二
於
テ
人
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相
饗
リ
民
法
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法
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法
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法
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ル
結
果
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得
タ
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云
フ
コ
ト
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サ
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法
律
取
調
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二
於
テ
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一
日
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限
リ
テ
之
力
取
調
ヲ
爲
ス
ヲ
以
テ
充
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行
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ク
ト
ハ
云
ハ
レ
サ
ル
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ナ

ル
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況
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元
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院
議
官
ノ
日
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限
ラ
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於
テ
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ヲ
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オ
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時
節
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シ
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ア
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シ
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フ
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程
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ル
事
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充
分
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審
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ス
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與
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日
時
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切
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充
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サ
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テ
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叉
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猫
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催
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法
二
至
リ

テ
ハ
國
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レ
ハ
ナ
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法
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叉
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獲
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事
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編
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編
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目
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編
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ヲ
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定
ス
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元
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日
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編
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猫
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修
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果
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充
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憾
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得
ソ
若
シ
モ
此
案
ヲ
今
日
二
議
定
ス
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閣
ヨ
リ
人
事
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得
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本
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下
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レ
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ス
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議
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突
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憂
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螢
布
セ
ラ
ル
ル
ニ
ハ
必
ス
人
事
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績
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叉
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・
）

ナ
ラ
シ
メ
ハ
是
等
ノ
事
ハ
内
々
本
院
二
通
牒
ア
ル
可
キ
筈
ナ
レ
ハ
ナ
リ
箇
ハ
必

要
ノ
言
ニ
ハ
非
サ
ル
モ
此
建
議
二
因
テ
附
言
ス

三
＋
番
無
先
刻
肇
撃
欝
セ
シ
カ
書
艶
法
ハ
悪
シ
ト
云
フ
ニ

ハ
非
サ
レ
ト
モ
大
切
ナ
ル
法
典
ニ
シ
テ
殊
二
明
年
ハ
衆
議
院
モ
開
ク
ル
ヲ
以
テ

同
院
ノ
議
二
付
シ
テ
可
ナ
ラ
ソ
是
ヲ
以
テ
唯
今
六
番
ヨ
リ
云
ハ
ル
ル
通
リ
人
事

編
、
獲
得
編
モ
出
來
シ
充
分
完
全
セ
シ
上
ナ
ラ
ハ
早
シ
ト
云
フ
ニ
ハ
非
ス
ト
ノ

意
ナ
リ
前
読
ヲ
取
清
シ
六
番
ヲ
賛
成
ス

八
＋
番
舗
各
官
ノ
陳
述
二
依
リ
テ
堕
藁
ノ
綾
ヲ
知
ル
ヲ
得
タ
リ

去
リ
ナ
カ
ラ
之
ヲ
直
二
實
行
ス
ル
ト
否
ト
ハ
暫
ク
措
キ
必
ス
之
ヲ
實
行
セ
サ
ル

ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ナ
ラ
ハ
先
ツ
之
ヲ
持
へ
置
キ
テ
而
シ
テ
後
愈
々
宜
シ
キ
モ
ノ
ト

認
メ
タ
ル
上
ニ
テ
獲
布
シ
テ
可
ナ
ラ
ソ
彼
ノ
人
事
編
ノ
如
キ
モ
法
律
取
調
委
員

二
於
テ
心
肝
ヲ
碑
キ
テ
追
々
二
修
正
ヲ
加
ヘ
ラ
レ
從
來
我
力
日
本
ノ
習
慣
二
徴

七
一

（
九
五
一
）



奮
民
法
審
査
元
老
院
會
議
筆
記

シ
テ
不
都
合
ナ
キ
ニ
至
ル
趣
ナ
レ
ハ
誠
二
暑
フ
ヘ
キ
事
ナ
リ
去
リ
ナ
カ
ラ
愈
々

此
民
法
ヲ
行
ハ
ソ
ト
ス
ル
ニ
ハ
國
ノ
成
リ
立
チ
ニ
モ
關
係
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
猫

ホ
人
事
編
、
獲
得
編
モ
悉
ク
出
來
上
リ
完
全
シ
タ
ル
上
ニ
テ
賓
行
ス
ヘ
キ
モ
ノ

ナ
ラ
ソ
然
ル
ニ
民
法
中
ニ
テ
重
キ
人
事
編
ノ
定
マ
ラ
サ
ル
前
二
財
産
編
ノ
物

権
、
人
椹
等
ヲ
議
決
ス
ル
必
要
モ
ナ
キ
故
六
番
二
賛
成
ス

＋
蕃
羅
杳
ハ
畢
二
暴
ヲ
本
院
ノ
議
・
箪
ラ
妄
ル
際
不
同

意
ヲ
唱
ヘ
シ
カ
其
後
該
案
ハ
一
且
内
閣
二
引
上
ラ
レ
今
般
改
メ
テ
本
案
ヲ
下
付

セ
ラ
レ
タ
リ
諸
君
ノ
述
ヘ
ラ
レ
シ
通
リ
今
日
ハ
外
國
交
際
モ
開
ケ
シ
故
民
法
モ

制
定
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ
去
リ
ナ
カ
ラ
此
民
法
ヲ
制
定
ス
ル
ヤ
成
ル
可
ク
時

俗
ノ
慣
習
ヲ
基
本
ト
爲
シ
厭
米
各
國
ノ
法
律
ニ
ジ
テ
我
邦
ノ
慣
習
二
背
カ
サ
ル

限
リ
ハ
之
二
依
リ
テ
可
ナ
ル
モ
荷
モ
我
力
慣
習
二
戻
ル
庭
ハ
之
ヲ
操
用
ス
ヘ
カ

ラ
サ
ル
ヤ
多
言
ヲ
竣
タ
サ
ル
ナ
リ
抑
凌
我
力
國
人
ハ
他
國
ノ
事
ヲ
取
リ
テ
之
ヲ

習
フ
ニ
敏
ニ
シ
テ
當
初
ハ
外
國
人
ヲ
見
テ
夷
秋
ト
爲
シ
悉
ク
之
ヲ
騙
除
ス
ヘ
キ

モ
ノ
ト
セ
シ
カ
其
後
斯
ク
テ
ハ
不
可
ナ
リ
何
事
モ
外
國
人
ト
同
檬
ニ
ス
ヘ
シ
ト

テ
上
下
塵
然
ト
シ
テ
彼
ヲ
模
擬
ス
ル
傾
キ
ト
ナ
レ
リ
是
レ
昔
シ
日
本
ハ
三
韓
ヲ

脛
テ
支
那
百
般
ノ
文
物
制
度
ヲ
取
リ
テ
之
二
模
倣
シ
或
ハ
佛
法
ノ
如
キ
モ
彼
レ

ヨ
リ
シ
テ
我
邦
二
渡
リ
大
二
之
ヲ
信
仰
セ
シ
モ
從
來
我
邦
ノ
文
學
ニ
テ
佛
法
ノ

高
筒
ナ
ル
眞
理
力
容
易
二
分
ル
可
キ
筈
ハ
ナ
ケ
レ
ト
モ
麦
那
ノ
麟
謬
二
依
テ
之

ヲ
會
得
セ
リ
今
ヤ
西
洋
各
國
ノ
法
律
制
度
二
傲
フ
モ
亦
之
ト
一
轍
二
出
シ
モ
ノ

ナ
リ
我
ノ
短
ヲ
捨
テ
彼
ノ
長
ヲ
取
ル
ハ
兵
法
ノ
原
則
ナ
レ
ト
モ
凋
リ
兵
法
ノ
ミ

ナ
ラ
ス
杜
會
ノ
事
物
モ
亦
追
々
進
歩
ス
ル
ニ
從
ヒ
然
ラ
サ
ル
ヲ
得
ス
其
進
歩
セ

サ
ル
者
ハ
進
歩
セ
シ
者
ヲ
取
一
フ
サ
ル
ヲ
得
サ
レ
ト
モ
如
何
二
進
歩
セ
シ
モ
ノ
ヲ

取
レ
ハ
ト
テ
其
國
々
二
於
テ
必
ス
古
來
ヨ
リ
遣
傳
ノ
慣
習
ア
ル
ヲ
以
テ
全
ク
我

力
遣
傳
ノ
慣
習
ヲ
棄
テ
他
國
二
法
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ナ
リ
何
ト
ナ
レ
ハ
我
身
艦

七
二

（
九
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ハ
日
本
人
ナ
レ
ハ
我
力
遺
傳
ノ
慣
習
ヲ
悉
ク
棄
去
テ
他
ヲ
貧
ハ
ン
ト
セ
ハ
途
二

我
身
騰
ヲ
モ
棄
テ
サ
ル
ヲ
得
サ
レ
ハ
ナ
リ
我
力
日
本
人
ハ
縄
テ
是
非
善
悪
ノ
道

理
ヲ
　
へ
居
レ
ト
モ
此
ノ
民
法
ノ
如
キ
モ
學
問
上
ヨ
リ
シ
テ
西
洋
各
國
二
於
テ

最
モ
其
宜
キ
ヲ
得
今
日
我
力
日
本
人
民
ノ
進
歩
ノ
度
二
比
シ
テ
適
シ
居
ル
ヤ
否

ヤ
ヲ
見
ル
ハ
甚
ダ
緊
要
ナ
リ
聞
ク
庭
二
依
レ
ハ
民
法
人
事
編
ノ
如
キ
ハ
本
ノ
草

案
ハ
欧
洲
ノ
例
二
傲
ヒ
シ
ニ
本
邦
ノ
慣
習
二
背
馳
ス
ル
ヲ
以
テ
法
律
取
調
委
員

二
於
テ
改
稿
セ
ラ
レ
シ
趣
ナ
レ
ト
モ
是
レ
獅
リ
人
事
編
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
財
葦
編
其

他
モ
左
檬
二
致
シ
タ
キ
ナ
リ
今
ヤ
本
案
決
定
ノ
急
速
ヲ
要
ス
ル
ハ
條
約
改
正
ノ

爲
メ
ナ
リ
ト
ノ
風
論
ア
レ
ト
モ
是
モ
亦
我
力
國
灌
ヲ
段
損
セ
サ
ル
様
篤
ト
其
得

失
ヲ
考
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
一
朝
一
タ
ニ
経
過
ス
ヘ
キ
ニ
非
サ
ル
ナ
リ
去
レ
ハ

此
際
慶
案
読
ヲ
唱
フ
ル
モ
行
ハ
レ
サ
レ
ト
モ
六
番
ノ
人
事
、
獲
得
ノ
ニ
編
ヲ
下

付
ア
ル
迄
本
案
ノ
議
定
ヲ
延
引
ス
可
シ
ト
ハ
相
當
ノ
議
論
ナ
ラ
ン
併
シ
是
レ
ニ

テ
モ
未
タ
完
全
ト
ハ
思
ハ
サ
レ
ト
モ
先
六
番
ヲ
賛
成
ス

シ
美
浦
本
寡
先
釜
へ
塵
第
議
會
ヨ
リ
第
三
警
委
普

適
ノ
議
事
ナ
レ
ハ
此
際
二
斯
ク
陳
述
ス
ヘ
キ
ニ
非
サ
レ
ト
モ
本
案
ハ
最
前
議
長

ヨ
リ
宣
告
ア
ゾ
シ
如
ク
此
一
同
二
限
ル
ヲ
以
テ
各
位
此
二
注
意
ア
ラ
ソ
コ
ト
ヲ

望
ム

　
議
長
　
各
官
ノ
注
文
ア
レ
ト
モ
通
例
ノ
會
ナ
レ
ハ
建
議
ノ
探
否
ヲ
取
決
ス
可

キ
モ
如
何
セ
ン
本
案
ハ
大
膣
二
付
テ
其
可
否
ヲ
議
定
ス
可
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ

建
“
談
ア
ル
モ
決
ヲ
取
ラ
サ
ル
ナ
リ

六
番
篇
唯
今
聲
ヨ
リ
蘂
渓
ヲ
取
・
フ
ス
ト
萱
告
ア
リ
勇
謹

可
否
會
議
假
規
則
二
於
テ
ハ
建
議
ヲ
採
用
セ
ス
ト
ノ
明
文
ハ
無
シ
ト
思
ハ
ル
勿

論
此
假
規
則
ニ
テ
ハ
逐
條
二
付
テ
修
正
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
レ
ト
モ
特
別
ノ
建
議

ヲ
採
用
ス
ル
ハ
不
可
ナ
カ
ル
ヘ
シ
依
テ
願
ク
ハ
此
建
議
ヲ
一
黙
衆
議
二
間
ハ
レ



ソ
コ
ト
ヲ
衆
議
之
ヲ
採
用
ス
可
カ
ラ
ス
ト
決
セ
ハ
亦
止
ム
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ

暑
離
肇
書
ハ
同
意
セ
サ
レ
ト
采
案
ヲ
會
二
於
テ
難
セ
サ

ル
可
シ
ト
ハ
至
極
鄭
重
ナ
ル
説
ナ
レ
ハ
此
建
議
ノ
決
ヲ
採
リ
テ
可
ナ
リ
ト
思
ハ

ル
ル
ナ
リ
是
非
ト
モ
此
案
ヲ
本
日
二
限
リ
テ
議
決
セ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
課
モ
ナ
カ

ル
可
シ
若
シ
本
案
二
就
テ
議
論
ア
ラ
ハ
他
日
叉
之
ヲ
議
ス
ル
モ
差
支
ナ
カ
ラ
ソ

　
議
長
本
席
ノ
考
ヘ
ヲ
述
ヘ
ソ
此
大
騰
可
否
會
議
假
規
則
ハ
本
席
力
病
氣
引

籠
リ
中
二
定
メ
シ
モ
ノ
ニ
テ
詳
細
ノ
コ
ト
ハ
承
知
セ
サ
レ
ト
モ
今
此
假
規
則
二

依
レ
ハ
「
大
膣
可
否
ノ
會
議
ハ
総
テ
讃
會
規
則
第
一
讃
會
ノ
例
二
依
ル
」
ト
ア

ル
ヲ
以
テ
第
二
讃
會
第
三
讃
會
ノ
例
ヲ
用
ヒ
サ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
建
議
ノ
探
否
二

付
テ
決
ヲ
取
ル
可
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
ト
爲
セ
ト
モ
六
番
ハ
之
ヲ
取
決
ス
可
キ
モ
ノ

ト
見
解
ヲ
下
サ
ル
ル
ヲ
以
テ
間
違
ヒ
ナ
キ
爲
メ
建
議
ノ
決
ヲ
取
ル
可
キ
ヤ
否
ヤ

ノ
決
ヲ
取
ラ
y

三
＋
九
番
幣
寒
嚢
ノ
馨
二
付
テ
決
叢
ル
ヘ
キ
蕃
ヤ
ノ
藷

起
リ
シ
カ
大
濫
可
否
會
議
假
規
則
ハ
輩
二
大
膿
可
否
ノ
會
議
ハ
総
テ
讃
會
規
則

第
一
讃
會
ノ
例
二
依
リ
第
二
讃
會
第
三
讃
會
ノ
例
ヲ
用
ヒ
ス
ト
ノ
趣
意
ナ
ル
ヲ

以
テ
特
別
ノ
建
議
ハ
之
ヲ
探
用
ス
ル
モ
敢
テ
差
支
ナ
カ
ル
ヘ
シ
依
テ
本
官
ハ
此

建
議
ノ
決
ヲ
取
ル
可
キ
ヤ
否
ヤ
ノ
決
ヲ
取
ラ
ル
ル
ナ
ラ
ハ
無
論
建
議
ノ
決
ヲ
取

ル
昌
起
立
セ
ソ

　
議
長
　
六
番
ノ
建
議
ハ
人
事
編
及
ヒ
獲
得
編
力
出
來
シ
全
部
完
備
セ
シ
上
ニ

テ
此
民
法
ヲ
議
定
セ
ン
ト
ノ
意
ナ
レ
ト
モ
此
案
ハ
本
年
一
月
二
十
四
日
付
内
閣

絡
理
大
臣
ヨ
リ
ノ
蓬
二
急
速
決
定
ヲ
要
ス
ト
ア
リ
シ
ヲ
以
テ
即
チ
議
長
ノ
職
掌

二
依
テ
此
議
事
ヲ
開
キ
シ
ナ
リ
然
ル
ニ
此
達
文
二
何
月
何
日
迄
二
議
定
セ
ヨ
ト

ノ
日
限
ナ
キ
ヲ
以
テ
之
力
議
定
ヲ
延
引
ス
ル
モ
差
支
ナ
シ
ト
ノ
読
ア
レ
ト
モ
是

ハ
其
時
二
依
リ
テ
日
限
ノ
有
ル
コ
ト
モ
ア
リ
或
ハ
無
キ
コ
ト
モ
ア
ル
ヲ
例
ト
ス

奮
民
法
審
査
元
老
院
會
議
筆
記

而
シ
テ
急
速
決
定
ヲ
要
ス
ト
ア
レ
ハ
之
ヲ
急
速
議
定
セ
サ
ル
ヲ
得
ス
且
叉
急
速

決
定
ヲ
要
ス
ル
ヨ
リ
シ
テ
其
日
限
モ
無
キ
モ
ノ
ト
思
ハ
ル
ル
故
本
日
開
議
セ
シ

諜
ナ
ル
ヲ
以
テ
各
官
二
注
意
ス
ル
ナ
リ

六
＋
喜
翻
六
番
ノ
嚢
二
付
覇
力
意
見
ヲ
述
ヘ
ソ
薮
う
－
モ

六
番
力
建
議
ノ
探
否
ヲ
取
決
ス
ヘ
キ
ヤ
否
ヤ
ノ
決
ヲ
取
ラ
ル
ル
ア
ラ
ハ
敢
デ
陳

　
　
　
　
（
マ
・
）

述
セ
サ
ル
ヘ
ヘ
シ

　
議
長
　
然
リ
六
番
力
建
議
ノ
採
否
ヲ
取
決
ス
ヘ
キ
ヤ
否
ヤ
ヲ
決
ス
ヘ
シ

三
番
講
本
官
ハ
先
裂
雇
萱
ヲ
駿
セ
ン
恵
ヒ
シ
ニ
會
甕
則

二
依
テ
彼
是
レ
議
論
ア
リ
シ
ヲ
以
テ
差
整
ヘ
シ
カ
六
番
ノ
建
議
ヲ
探
決
セ
ラ
ル

ル
前
二
於
テ
之
ヲ
述
フ
ル
ノ
必
要
ア
ル
ヲ
以
テ
此
際
二
陳
述
セ
ソ
本
官
ハ
敷
年

前
ヨ
リ
命
ヲ
受
ケ
法
律
取
調
二
從
事
シ
居
リ
シ
カ
此
民
法
ナ
ル
モ
ノ
ハ
既
二
本

官
力
命
ヲ
受
ケ
シ
以
前
二
於
テ
出
來
シ
居
リ
シ
モ
ノ
ナ
レ
ト
モ
本
官
力
命
ヲ
受

ケ
テ
以
來
之
ヲ
取
調
へ
又
法
律
取
調
委
員
會
二
於
テ
之
ヲ
議
シ
畢
リ
タ
ル
際
二

法
律
取
調
委
員
長
二
向
テ
本
官
ノ
考
ヘ
ヲ
述
へ
其
理
由
ヲ
筆
記
シ
テ
本
院
二
廻

ハ
セ
シ
カ
今
叉
其
趣
意
ヲ
簡
輩
二
述
ヘ
ソ
一
二
騰
今
日
二
當
リ
テ
此
民
法
ヲ
成

典
ト
爲
ス
ヘ
キ
ヤ
否
ヤ
ト
云
フ
ニ
固
ヨ
リ
之
ヲ
成
典
ト
爲
サ
サ
ル
ヲ
得
サ
レ
ト

モ
之
ヲ
成
典
ト
爲
サ
ソ
ト
ス
ル
ニ
ハ
今
少
シ
ク
其
編
纂
ノ
時
日
ヲ
與
ヘ
サ
ル
ヲ

得
サ
ル
ナ
リ
之
二
就
テ
ハ
彼
ノ
相
績
編
ノ
如
キ
ハ
其
中
二
自
カ
ラ
之
ヲ
取
除
ク

可
キ
箇
條
ア
リ
共
外
ニ
モ
印
今
日
本
二
於
テ
要
用
ナ
ラ
サ
ル
ニ
設
ケ
置
ク
箇
條

　
　
　
　
　
　
　
　
マ
こ

モ
ア
ル
故
是
等
ヲ
取
除
ン
ト
欲
ス
ル
積
リ
ニ
テ
其
中
二
於
テ
モ
本
院
二
於
テ
僅

カ
ノ
日
子
中
二
審
査
委
員
力
取
調
ラ
レ
テ
修
正
ヲ
施
サ
レ
本
官
ノ
熱
心
二
憂
慮

ス
ル
所
ノ
相
綾
編
二
關
係
ス
ル
モ
ノ
ハ
悉
ク
之
ヲ
除
カ
レ
然
シ
テ
叉
法
律
取
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
こ

委
員
二
於
テ
之
ヲ
修
正
シ
其
不
必
要
ナ
ル
條
箇
ハ
之
ヲ
創
リ
或
ハ
修
正
ヲ
加
ヘ

テ
其
宜
シ
ギ
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ア
リ
然
ル
鱒
丑
ハ
中
ノ
三
四
箇
條
ハ
何
分
本
官
等
ノ

七
三
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奮
民
法
審
査
元
老
院
倉
議
筆
記

意
三
柵
ハ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
テ
是
非
ト
モ
元
老
院
ノ
意
見
ノ
如
ク
ス
可
シ
ト
主
張

セ
シ
モ
内
閣
二
於
テ
法
律
取
調
委
員
ノ
意
見
ノ
如
ク
決
セ
リ
而
シ
テ
此
儘
襲
布

セ
ラ
ル
ル
ニ
至
ラ
ソ
カ
唯
願
ハ
ク
ハ
之
ヲ
畿
布
セ
シ
後
ハ
人
民
モ
此
法
律
ヲ
充

分
研
究
シ
之
ヲ
賓
行
セ
ン
コ
ト
ヲ
去
リ
ナ
カ
ラ
之
ヲ
畿
布
セ
シ
以
上
ハ
之
ヲ
施

行
ス
ル
ハ
當
局
者
ノ
樫
内
二
在
ル
ヲ
以
テ
常
院
二
於
テ
彼
是
レ
言
フ
ヲ
得
サ
ル

ナ
リ
是
ヲ
以
テ
唯
今
六
番
ノ
暫
ク
此
議
定
ヲ
延
引
ス
ヘ
シ
ト
ノ
建
議
ハ
最
モ
鄭

重
ナ
ル
考
ヘ
ニ
シ
テ
即
チ
飴
日
ナ
キ
ヨ
リ
未
タ
之
力
可
否
ヲ
言
ヒ
難
キ
ヲ
以
テ

少
シ
ク
飴
裕
ヲ
與
ヘ
ラ
レ
タ
シ
ト
ハ
實
際
當
然
ナ
ル
事
ト
思
ハ
ル
レ
ト
モ
其
人

事
、
獲
得
ノ
ニ
編
ヲ
下
付
セ
ラ
ル
ル
迄
ハ
之
力
議
定
ヲ
延
引
セ
ン
ト
云
フ
ニ
至

リ
テ
ハ
少
シ
ク
見
當
違
ヒ
ナ
ル
ヘ
シ
何
ト
ナ
レ
ハ
本
案
ハ
人
事
、
獲
得
ノ
ニ
編

ト
別
物
ト
シ
テ
決
シ
テ
差
麦
ナ
シ
ト
考
レ
ハ
ナ
リ
此
人
事
編
ハ
唯
今
法
律
取
調

（
マ
・
）

局
二
於
テ
下
持
へ
中
ナ
ル
カ
何
頃
出
來
上
ル
ヤ
知
レ
ヌ
位
ノ
事
ニ
シ
テ
先
ッ
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
℃
）

財
産
其
他
ノ
三
編
ヲ
獲
布
ス
ル
モ
人
事
編
ノ
如
キ
ハ
其
成
曲
ヲ
我
力
日
本
二
持

ユ
ル
ハ
暫
ク
見
合
ス
可
シ
ト
ノ
輿
論
モ
ア
リ
今
ヤ
人
事
編
ハ
斯
ル
有
檬
ナ
ル
ニ

此
編
ヲ
下
付
セ
ラ
ル
ル
迄
本
案
ノ
議
定
ヲ
延
引
セ
ン
ト
ス
ル
ハ
見
當
違
ヒ
ト
謂

フ
可
シ
去
レ
ハ
之
ニ
ハ
關
係
ナ
ク
議
セ
ラ
レ
タ
シ
本
官
ハ
何
レ
カ
ト
云
ハ
ハ
之

ヲ
可
決
シ
テ
上
奏
セ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
併
シ
ナ
カ
ラ
之
ヲ
實
施
ス
ル
ハ
ニ
年
乃
至

三
年
間
モ
延
ハ
サ
ン
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
ナ
リ
是
ハ
常
院
ヨ
リ
其
意
見
ヲ
提
出
セ
ラ

レ
サ
レ
ハ
本
官
一
個
ニ
テ
モ
建
議
セ
ソ
ト
ス
以
上
陳
述
ス
ル
所
ノ
旨
趣
ナ
ル
ヲ

以
テ
六
番
ノ
建
論
二
同
意
ス
ル
ニ
ハ
非
サ
レ
ト
モ
之
力
採
否
ノ
決
ヲ
取
ル
取
ラ

サ
ル
ノ
職
二
付
テ
ハ
之
力
決
ヲ
取
ル
ヲ
可
ト
ス
ル
ナ
リ

　
議
長
　
先
刻
ヨ
リ
述
フ
ル
如
ク
六
番
ノ
建
議
ヲ
取
決
ス
可
キ
ヤ
否
ヤ
ノ
決
ヲ

取
ラ
ン
印
チ
此
建
談
ノ
決
ヲ
取
ル
ニ
同
意
ノ
者
ハ
起
立
セ
ヨ

　
　
起
立
者
　
四
十
六
入

七
四

（
九
五
四
）

畑
繭
長
　
多
鞭
［
ナ
ル
ヲ
”
以
テ
六
番
ノ
建
麟
峨
ノ
決
ヲ
一
収
ル
ニ
決
ス
”
就
テ
ハ
六
番
【
二

注
意
ス
巨
取
初
ニ
モ
流
裳
シ
如
ク
此
案
ハ
急
速
決
定
ヲ
要
ス
ル
ニ
因
リ
通
常
談
事

ノ
手
績
二
依
ラ
ス
其
法
律
大
騰
二
付
可
否
決
定
ス
ヘ
キ
旨
特
命
ア
リ
然
ル
ニ
六

番
ハ
人
事
編
ヲ
下
付
セ
ラ
レ
サ
レ
ハ
議
定
シ
難
シ
ト
ノ
誘
ナ
レ
ハ
能
ク
其
趣
旨

ノ
各
官
二
貫
徹
ス
ル
檬
二
致
サ
レ
タ
シ

三
±
番
錨
六
番
ノ
講
二
付
テ
ハ
導
蕃
趣
ヲ
竈
セ
ラ
レ
姦

ク
人
事
編
及
ヒ
獲
得
編
ヲ
下
付
セ
ラ
レ
タ
ル
上
ニ
テ
本
案
ヲ
議
定
セ
ン
ト
ノ
意

ナ
リ
本
官
ハ
此
建
議
ノ
大
瞠
ニ
ハ
同
意
ナ
レ
ト
モ
其
結
果
二
至
リ
テ
ハ
甚
タ
無

釜
ト
爲
ル
ヘ
シ
ト
思
フ
ヲ
以
テ
起
立
セ
サ
リ
シ
成
程
数
月
ノ
飴
裕
ヲ
與
ヘ
ラ
レ

逐
條
Z
力
可
否
ヲ
決
シ
テ
充
分
二
議
ス
ル
ハ
固
コ
リ
希
望
ス
ル
所
ナ
レ
ト
モ
如

何
セ
ソ
今
日
ハ
他
ノ
事
情
ア
リ
テ
左
檬
二
爲
シ
難
キ
ナ
リ
是
モ
政
府
二
於
テ
好

テ
急
ク
ニ
ハ
非
サ
ル
可
ゲ
レ
ト
モ
止
ム
ヲ
得
サ
ル
情
實
二
因
リ
テ
之
ヲ
急
カ
サ

ル
ヲ
得
サ
ル
ヨ
リ
通
常
議
事
ノ
手
績
二
依
ラ
ス
議
定
上
奏
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
以
テ
本

案
ヲ
下
付
セ
ラ
ル
ル
ニ
至
リ
シ
ナ
ラ
ソ
然
ル
ニ
之
二
反
封
シ
テ
急
速
議
定
ス
ル

ニ
及
ハ
ス
ト
云
ハ
ハ
叉
理
屈
モ
ア
ラ
ソ
カ
詰
リ
是
ハ
議
論
上
ノ
コ
ト
ニ
テ
實
際

二
付
テ
考
フ
ル
ト
キ
ハ
決
シ
テ
左
様
二
致
シ
難
キ
モ
ノ
ナ
ラ
ソ
左
レ
ハ
振
・
ナ

ク
不
滞
足
ナ
カ
ラ
モ
決
議
ス
ル
ニ
如
カ
ス
ト
考
フ
ル
ナ
リ
而
シ
テ
又
人
事
編
ノ

調
査
モ
未
タ
完
備
セ
ス
シ
テ
先
ッ
此
案
ヲ
議
定
ス
ル
ハ
不
完
全
ナ
ル
ニ
似
タ
レ

ト
モ
本
案
二
就
テ
云
フ
ト
キ
ハ
人
事
編
ト
ハ
關
係
ナ
キ
モ
ノ
ナ
ラ
ソ
若
シ
關
係

ア
リ
ト
セ
ハ
本
案
二
修
正
ヲ
加
（
テ
其
關
係
ノ
廉
ヲ
創
除
セ
ハ
別
段
彼
此
ノ
差

響
キ
ナ
カ
ル
ヘ
シ
實
二
彼
ノ
人
事
編
ハ
我
邦
敷
百
年
來
ノ
慣
習
二
依
リ
テ
編
纂

ス
可
キ
モ
ノ
ニ
テ
厭
洲
ノ
風
俗
ヲ
直
二
移
ス
コ
ト
能
ハ
サ
ル
故
ナ
カ
々
々
容
易

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

ノ
事
業
二
非
サ
レ
ハ
既
二
法
律
取
調
局
二
於
テ
之
ヲ
取
調
居
ル
モ
何
レ
ノ
時
二

之
ヲ
結
了
シ
内
閣
二
提
出
ス
ル
ニ
至
ル
ヲ
得
ル
ヤ
未
タ
凡
ソ
ノ
期
日
ス
ラ
知
ル



能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ニ
其
下
付
二
及
フ
迄
ハ
本
案
ヲ
議
定
セ
ス
ト
ナ
ラ
ハ
此
案

ハ
何
レ
ノ
日
二
談
定
ス
可
キ
ャ
殆
ン
ト
之
ヲ
知
ル
能
ハ
サ
ル
ナ
リ
内
閣
ニ
テ
ハ

急
速
ノ
決
定
ヲ
要
ス
ル
ニ
斯
ク
迄
目
的
ナ
キ
延
期
ヲ
爲
シ
テ
可
ナ
ラ
ソ
ヤ
實
二

行
ハ
レ
難
キ
読
二
非
ス
ヤ
丙
閣
ハ
内
閣
、
元
老
院
ハ
元
老
院
ナ
リ
ト
云
ハ
ハ
夫

迄
ナ
レ
ト
モ
成
ル
可
ク
双
方
ノ
折
合
ヲ
付
ク
ル
ヲ
要
ス
ル
ナ
リ
本
官
杯
モ
此
案

二
付
テ
ハ
特
命
ア
リ
テ
如
何
ニ
モ
其
時
日
ナ
キ
ヲ
憂
フ
レ
ト
モ
先
ッ
之
二
從
フ

テ
議
了
セ
ソ
ト
ノ
意
ナ
リ
此
邊
ニ
ハ
各
官
モ
充
分
ノ
思
慮
ア
リ
テ
可
ナ
ラ
ソ
唯

此
案
ヲ
以
テ
人
事
編
二
大
關
係
ア
リ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
六
番
ノ
建
議
ヲ
賛
成
ス
可

キ
ヤ
否
ヤ
ニ
掛
念
ア
ル
モ
此
案
ハ
人
事
編
二
關
係
ナ
キ
モ
ノ
ト
シ
テ
然
ル
可
シ

ト
考
フ
ル
ナ
リ
依
テ
其
事
ヲ
ご
言
ス

暑
鰭
六
番
ノ
蕪
及
善
査
奮
ノ
雛
二
秦
ハ
一
向
譲
藻

ス
ル
ノ
逞
ナ
キ
ヲ
以
テ
何
分
其
可
否
ヲ
決
シ
難
シ
ト
云
ハ
レ
本
官
モ
是
ハ
尤
モ

ノ
コ
ト
ト
信
ス
レ
ト
モ
右
ノ
次
第
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
熟
讃
ス
ル
ノ
飴
裕
ヲ
與
ヘ

ラ
レ
タ
シ
ト
ハ
人
事
編
ヲ
下
付
セ
ラ
ル
ル
迄
ハ
長
ク
之
ヲ
高
閣
二
束
ネ
置
ク
ト

云
フ
ノ
意
ナ
リ
ヤ
本
官
力
同
意
不
同
意
ヲ
決
ス
ル
カ
爲
メ
猶
ホ
六
番
ノ
趣
意
ヲ

問
フ

六
護
浦
杏
ノ
議
二
付
テ
先
刻
嚢
ヨ
リ
箕
趣
意
ヲ
明
瞭
二
書

ト
ノ
宣
告
ア
リ
爾
ホ
唯
今
二
番
ノ
質
問
モ
ア
リ
シ
カ
是
ハ
前
二
陳
述
セ
シ
通
リ

本
官
ハ
断
然
人
事
編
及
ヒ
獲
得
編
ヲ
下
付
セ
ラ
ル
ル
迄
ハ
本
案
ノ
議
定
ヲ
延
引

セ
ソ
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
意
見
ナ
リ
然
ル
庭
法
律
取
調
委
員
ナ
ル
三
番
ヨ
リ
人
事
編

ハ
何
頃
出
來
ス
ル
ヤ
知
ル
能
ハ
ス
或
ハ
一
概
二
云
ハ
ハ
到
底
其
期
限
ナ
シ
ト
云

フ
カ
如
ク
明
言
セ
ラ
レ
タ
リ
然
ラ
ハ
本
案
ト
未
タ
出
來
セ
サ
ル
人
事
編
ト
ハ
如

何
ナ
ル
關
係
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ヤ
之
ヲ
意
想
二
求
ム
ル
ノ
外
ナ
キ
ナ
リ
本
官

ノ
意
想
ニ
テ
ハ
本
案
ト
人
事
、
獲
得
ノ
ニ
編
ト
一
貼
ノ
關
係
ナ
シ
ト
ハ
明
言
シ

奮
民
法
審
査
元
老
院
會
議
筆
記

難
シ
ト
思
考
ス
因
テ
本
官
力
建
議
ノ
如
ク
ニ
決
セ
サ
ル
以
上
ハ
再
ヒ
碓
議
シ
テ

猶
ホ
之
力
飴
裕
ヲ
與
ヘ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
望
メ
ト
モ
斯
ク
テ
ハ
ニ
重
ノ
手
敷
ナ
ル

ヲ
以
テ
法
律
取
調
委
員
ノ
言
二
從
ヒ
人
事
、
獲
得
ノ
ニ
編
ハ
出
來
ノ
期
限
ナ
キ

モ
ノ
ト
シ
テ
一
歩
ヲ
譲
リ
印
チ
本
案
ヲ
研
究
ス
ル
程
ノ
飴
裕
ヲ
與
ヘ
ラ
レ
ソ
コ

ト
ヲ
望
ム
ノ
旨
趣
二
改
メ
ソ

六
＋
暑
難
本
官
ハ
六
香
説
二
付
テ
一
言
セ
ソ
唯
今
六
番
ノ
陳
述
セ

ラ
レ
タ
ル
所
ヲ
聞
ク
ニ
初
メ
ト
ハ
蓮
フ
テ
研
究
7
飴
舗
伶
ヲ
與
ヘ
ラ
ル
ル
ヲ
燗
王
ム

ト
云
ヘ
ル
カ
如
シ
本
官
ノ
考
ヘ
ニ
テ
ハ
彼
大
瞠
可
否
會
議
假
規
則
二
照
ス
ト
キ

ハ
了
解
シ
難
キ
読
ナ
リ
此
假
規
則
二
依
ル
ト
キ
ハ
此
民
法
ヲ
制
定
シ
テ
可
ナ
リ

ヤ
否
ヤ
ヲ
決
定
ス
ル
ニ
過
キ
サ
ル
ナ
リ
去
レ
ハ
今
此
民
法
ヲ
逐
條
修
正
ヲ
加
フ

ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ナ
ラ
ハ
研
究
ノ
飴
裕
ヲ
望
ム
モ
可
ナ
ラ
y
力
軍
二
之
力
制
定
ノ

可
否
ヲ
決
定
ス
ル
ノ
ミ
ニ
テ
ハ
假
令
其
鹸
裕
ヲ
與
ヘ
ラ
レ
タ
リ
ト
テ
爲
ス
可
キ

事
無
キ
ヲ
如
何
セ
ソ
此
案
二
封
シ
テ
ハ
我
々
ハ
各
條
項
二
就
キ
一
貼
モ
隊
ヲ
容

ル
ル
能
ハ
サ
ル
ナ
リ
然
ル
ニ
幸
二
審
査
委
員
ノ
意
見
ヲ
採
用
セ
ラ
レ
テ
本
案
二

修
正
ヲ
加
ヘ
ラ
レ
シ
モ
法
律
取
調
委
員
二
協
議
ヲ
脛
内
閣
ヨ
リ
正
誤
ト
シ
テ
更

二
通
達
ア
リ
シ
ナ
リ
去
レ
ハ
今
此
延
期
ヲ
内
閣
二
請
求
シ
タ
リ
ト
テ
何
ノ
効
能

カ
ア
ラ
ン
徒
二
其
不
必
要
ヲ
覧
ユ
ル
ノ
、
・
・
ナ
リ
尤
モ
此
民
法
ノ
得
失
二
付
テ
ハ

兎
モ
角
モ
今
日
此
大
膿
可
否
會
二
於
テ
ハ
如
何
ナ
ル
意
見
ア
ル
モ
一
個
人
ノ
資

格
ヲ
以
テ
申
出
ル
ノ
外
ハ
此
議
場
二
陳
述
ス
ル
ヲ
得
ス
今
此
民
法
ヲ
我
力
日
本

二
制
定
ス
可
キ
カ
制
定
ス
可
カ
ラ
サ
ル
カ
ト
云
フ
ニ
之
ヲ
制
定
ス
ル
ニ
就
テ
ハ

各
官
モ
異
見
ナ
カ
ル
ヘ
シ
本
官
モ
此
假
規
則
二
從
フ
テ
之
ヲ
制
定
セ
ラ
ル
ル
ニ

同
意
ス

　
　
退
席
　
二
十
五
番
紳
田
孝
準

　
　
　
　
　
　
二
十
八
番
何
禮
之

七
五

（
九
五
五
）



　
　
　
　
替
民
法
審
査
元
老
院
會
議
筆
記

李
妻
翻
審
読
ハ
轟
ナ
ル
査
ハ
理
集
之
ヲ
畿
藻
ス
ル

ノ
逞
ナ
キ
ヲ
以
テ
其
研
究
ノ
蝕
裕
ヲ
與
ヘ
ラ
レ
ソ
コ
ト
ヲ
望
ム
ノ
意
ナ
リ
抑
々

此
民
法
ハ
去
ル
明
治
十
九
年
六
月
二
下
付
セ
ラ
レ
其
後
之
ヲ
内
閣
二
引
上
一
フ
レ

再
ヒ
下
付
ア
リ
シ
モ
叉
々
之
ヲ
引
上
ラ
レ
更
二
本
年
一
月
二
下
付
セ
ラ
レ
爾
來

既
二
七
ヶ
月
ヲ
脛
過
セ
リ
此
七
ヶ
月
ノ
連
ア
ル
以
上
ハ
充
分
熟
讃
シ
得
ラ
ル
可

キ
カ
如
ク
ナ
レ
ト
モ
斯
ク
大
部
ナ
ル
故
ナ
カ
々
々
容
易
二
之
ヲ
熟
讃
ス
ル
能
ハ

サ
ル
ヲ
以
テ
之
力
審
査
委
員
ヲ
設
ケ
先
ツ
此
七
ヶ
月
間
二
各
之
ヲ
熟
讃
シ
某
審

査
ヲ
了
ラ
レ
タ
リ
ト
思
フ
ナ
リ
去
レ
ハ
其
熟
讃
ノ
飴
裕
ナ
シ
ト
云
ブ
ハ
甚
タ
償

値
ナ
キ
議
論
ナ
ル
ヲ
以
テ
此
鮎
ハ
不
賛
成
ナ
リ
又
人
事
編
及
ヒ
獲
得
編
ト
關
係

ア
ル
ヲ
以
テ
併
セ
テ
之
ヲ
議
定
セ
ン
ト
ノ
議
論
ナ
レ
ト
モ
本
官
モ
之
ヲ
一
讃
セ

シ
カ
別
段
關
係
ナ
シ
ト
思
フ
ナ
リ
是
ヲ
以
テ
六
番
モ
何
々
ノ
箇
條
力
關
係
ス
ル

ト
指
定
ス
ル
能
ハ
ス
其
指
定
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ハ
關
係
ノ
箇
條
少
キ
ニ
依
ル
ナ
リ

然
ラ
ハ
之
ヲ
引
離
シ
テ
談
定
ス
ル
モ
敢
テ
差
支
ナ
カ
ル
可
シ
猶
ホ
此
關
係
ノ
有

無
二
付
テ
ハ
内
閣
委
員
ヨ
リ
モ
論
明
ア
ラ
ソ
コ
ト
ヲ
望
ム
且
叉
唯
今
六
十
九
番

ノ
述
ヘ
ラ
レ
タ
ル
此
大
膣
可
否
決
二
付
テ
六
番
ノ
建
議
ハ
不
必
要
ナ
リ
ト
ノ
論

モ
亦
一
理
ア
リ
ト
思
フ
勇
々
以
テ
六
番
ノ
建
議
ニ
ハ
不
同
意
ナ
リ

幡
蕃
讐
唯
今
六
＋
蕃
陳
述
中
本
築
人
事
編
ト
ノ
關
係
ハ
如
何

ナ
リ
ャ
其
考
ヘ
ヲ
述
ヘ
ヨ
ト
ノ
促
シ
ア
リ
シ
カ
本
員
ノ
考
ヘ
ニ
テ
ハ
六
番
ノ
建

議
ハ
最
初
本
案
ト
人
事
編
及
ヒ
獲
得
編
ト
多
少
ノ
關
係
ア
ル
可
キ
ヲ
以
テ
追
テ

此
二
編
ヲ
下
付
ア
リ
シ
上
ニ
テ
本
案
ヲ
議
定
ス
ヘ
シ
ト
ノ
趣
意
ナ
リ
シ
カ
其
後

三
番
ノ
説
二
從
フ
テ
更
二
研
究
ノ
飴
裕
ヲ
與
ヘ
ラ
ル
ル
ヲ
望
ム
ト
云
フ
旨
趣
二

改
メ
ラ
レ
タ
リ
然
ル
ニ
今
共
最
初
ノ
趣
意
ナ
ル
關
係
ノ
有
無
二
就
テ
陳
述
ス
ル

ハ
六
番
二
封
シ
テ
如
何
ト
思
ハ
ル
ル
故
之
二
付
テ
ノ
論
明
ハ
陳
述
セ
ス
シ
テ
可

ナ
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
　
　
　
（
九
五
六
）

六
＋
蕃
翻
嚢
蓬
ナ
カ
リ
シ
彦
一
箕
馨
ヲ
讐
フ
レ
ン
コ
ト

ヲ
望
ム
ト
キ
ハ
却
テ
七
ヶ
月
以
來
勉
強
セ
サ
ル
ニ
起
リ
シ
コ
ト
ト
ナ
ル
ヘ
キ
理

由
ハ
前
一
【
陳
述
セ
シ
カ
六
番
力
其
建
議
ノ
趣
意
ヲ
改
メ
ラ
レ
シ
ハ
浦
場
議
官
二

於
テ
三
分
ノ
ニ
ハ
席
ヲ
散
セ
シ
節
ナ
レ
ハ
老
練
ナ
ル
六
番
ノ
説
ナ
ル
ヲ
以
テ
他

ノ
議
官
ニ
ハ
如
何
ナ
ル
感
動
ヲ
抱
カ
レ
居
ル
ヤ
知
ル
可
カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
筒
ホ

其
關
係
ノ
有
無
二
就
テ
番
外
ノ
論
明
ヲ
望
ミ
シ
カ
六
番
力
其
建
議
ノ
旨
趣
ヲ
改

ム
ル
以
上
ハ
無
用
ナ
リ
ト
云
ハ
レ
シ
故
此
上
ハ
敢
テ
其
論
明
ヲ
望
マ
サ
レ
ト
モ

本
官
力
其
説
明
ヲ
請
求
セ
シ
ハ
前
陳
ノ
如
キ
次
第
ナ
リ

三
審
舞
否
ハ
最
前
i
ハ
番
ノ
建
談
ヲ
蔑
婁
力
禦
蕃
趣

ヲ
改
メ
ラ
レ
シ
上
ニ
モ
之
ヲ
賛
成
ス

懸
番
讐
李
蕃
ハ
六
番
力
嚢
曇
メ
シ
ハ
或
ハ
浦
場
誉
二
通

セ
サ
ル
ヘ
シ
ト
云
ハ
レ
シ
カ
最
早
六
十
五
番
及
ヒ
本
員
ノ
陳
述
其
他
三
十
番
ノ

賛
成
セ
ラ
レ
シ
等
二
依
テ
明
了
ナ
ル
事
實
ト
ナ
レ
リ
猫
ホ
此
上
論
明
セ
ヨ
ト
ア

ラ
ハ
六
番
ノ
建
議
二
係
ハ
ラ
ス
本
員
一
個
ニ
テ
共
意
見
ヲ
述
ヘ
ン
ト
欲
ス
レ
ト

モ
是
モ
的
ナ
ク
シ
テ
護
砲
ス
ル
ニ
異
ナ
ラ
サ
レ
ハ
敢
テ
述
ヘ
サ
ル
ナ
リ

八
喜
翻
奢
モ
柴
ハ
早
急
・
嚢
セ
サ
ル
モ
軍
リ
ー
ノ
念
藤

裏
二
浸
、
・
・
居
ル
ナ
リ
固
ヨ
リ
此
法
文
力
不
可
ナ
ル
ニ
非
サ
ル
モ
其
末
尾
ノ
如
キ

モ
ノ
ヲ
先
キ
ニ
畿
布
シ
其
序
文
ノ
如
キ
モ
ノ
ヲ
跡
二
遣
ス
ト
キ
ハ
折
角
ノ
修
正

モ
首
尾
全
キ
ヲ
得
サ
ル
ヲ
以
テ
六
番
ヲ
賛
成
ス

＋
三
番
舗
春
モ
先
刻
三
重
號
セ
ラ
妄
ル
努
彼
ノ
人
嘉
ノ

制
定
ハ
止
ム
ル
ヲ
可
ト
ス
ル
ノ
論
ヲ
抱
ク
モ
ノ
ナ
レ
ト
モ
今
日
ノ
輿
論
モ
亦
其

制
定
ヲ
望
マ
サ
ル
ノ
傾
キ
ア
リ
此
人
事
編
ト
財
漆
其
他
ノ
三
編
ト
ハ
大
關
係
ハ

ナ
シ
ト
思
ハ
ル
何
ト
ナ
レ
ハ
共
關
係
ア
ル
箇
條
ハ
前
キ
ニ
元
老
院
ノ
審
査
二
於

テ
之
ヲ
取
除
キ
タ
レ
ハ
ナ
リ
去
レ
ハ
六
番
力
最
初
ノ
建
議
ハ
人
事
編
ヲ
下
付
セ



ラ
ル
ル
迄
本
案
ノ
議
定
ヲ
延
引
セ
ソ
ト
ノ
意
ナ
リ
シ
カ
此
人
事
編
ノ
整
頓
ス
ル

ハ
何
レ
ノ
時
ナ
ル
ヤ
殆
ン
ト
目
的
ナ
キ
話
ナ
レ
ハ
此
建
議
ハ
瞠
ノ
好
キ
塵
案
説

ト
思
ハ
ル
然
ル
ニ
是
ハ
彊
チ
塵
案
読
ニ
モ
非
サ
ル
故
速
二
之
ヲ
研
究
ノ
時
間
ヲ

與
ヘ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ト
云
フ
旨
趣
二
改
メ
ラ
レ
タ
リ
併
シ
ナ
カ
ラ
研
究
ノ

時
間
ト
云
フ
モ
何
レ
ノ
時
迄
ナ
ル
ヤ
分
ラ
サ
レ
ト
モ
本
案
ハ
通
常
ノ
議
案
二
異

ナ
リ
テ
凱
取
初
ヨ
リ
急
凍
［
決
定
ヲ
荷
貢
ス
ル
ト
云
フ
ハ
分
リ
居
リ
シ
コ
ト
ナ
レ
ハ
此

上
又
研
究
ノ
時
間
ヲ
望
ム
ハ
不
可
ナ
ラ
ソ
且
元
老
院
二
於
テ
既
二
之
力
修
正
ヲ

加
ヘ
ラ
レ
シ
モ
最
前
其
審
査
委
員
ヨ
リ
繧
々
陳
述
ア
リ
シ
如
ク
ナ
レ
ハ
今
民
ヨ

リ
シ
テ
叉
更
二
審
査
ノ
爲
メ
延
凱
ス
ル
ト
云
フ
ハ
理
由
ナ
キ
請
求
ニ
シ
テ
定
メ

テ
賛
成
ハ
無
カ
ル
可
シ
ト
思
ヒ
シ
ニ
前
キ
三
二
十
番
ノ
賛
成
ア
リ
テ
唯
今
又
ハ

八
十
番
モ
賛
成
セ
ラ
レ
シ
カ
本
官
ハ
甚
タ
不
同
意
ナ
リ

六
番
篶
舞
議
長
萱
貨
箇
ア
嚢
ノ
旨
趣
薮
メ
シ
最
奢

ハ
大
膣
ノ
可
否
ヲ
決
ス
ル
ニ
ハ
毎
條
熟
讃
セ
サ
ル
モ
議
決
セ
ラ
ル
ヘ
シ
ト
云
ハ

レ
タ
リ
然
ラ
ハ
唯
民
法
ト
云
フ
ニ
字
ヲ
以
テ
議
定
ス
ヘ
キ
ヤ
甚
タ
証
シ
キ
論
ナ

リ
假
令
大
膿
ノ
可
否
ヲ
決
ス
ル
ニ
モ
セ
ヨ
一
旦
之
ヲ
議
ス
ル
上
ハ
元
老
院
二
於

テ
其
責
任
ナ
シ
ト
云
フ
ヲ
得
サ
ル
故
必
ス
逐
條
審
査
ノ
上
二
非
サ
レ
ハ
其
可
否

ヲ
定
ム
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ヘ
シ
是
ハ
固
ヨ
リ
過
言
ナ
リ
ト
思
ハ
ル
レ
ハ
鼓
二
一

言
ス

　
議
長
　
六
番
ノ
建
議
モ
論
旨
墨
キ
タ
ル
ヲ
以
テ
採
決
セ
ソ
六
番
ノ
建
議
昌
同

出息ノ

者
ハ
起
立
セ
ヨ

　
　
起
立
者
七
人

　
議
長
　
少
歎
ナ
ル
ヲ
以
テ
清
滅
ス
本
案
二
付
テ
他
二
意
見
ナ
キ
ヲ
以
テ
決
ヲ

採
ラ
ソ
此
案
二
同
意
ノ
者
ハ
起
立
セ
ヨ

　
　
起
立
者
　
三
十
九
人

奮
民
法
審
査
元
老
院
會
議
筆
記

議
長
　
多
数
ナ
ル
ヲ
以
テ
本
案
二
可
決
シ
例
二
從
ヒ
上
奏
セ
ソ
散
會
セ
ヨ

　
午
後
零
時
三
十
分
閉
場

七
七

（
九
五
七
）


